
第３回協働支援会議（公開プレゼンテーション） 平成 17 年６月 24 日午後１時 30 分開会 

区役所本庁舎５階大会議室 

出席者 久塚委員、宇都木委員、鈴木委員、伊藤委員、小原委員、芦沢委員 

事務局（新宿区 林地域調整課長、寺尾コミュニティ係主査、三上主任、梅本主任、 

鈴木主事     社会福祉協議会 八巻主任） 

 久塚座長 プレゼンテーションの審査を始めるに際しまして、一言だけごあいさつを申

し上げます。マイクとの関係でちょっとこんな姿勢になってしまっていて申しわけござい

ません。 

 今年の基金によります活動資金助成事業の２年目を迎えたわけですけれども、昨年度は

区の財源のみで１００万円ということでございました。その１００万円に対しまして２１

の申請があって、その件つきまして６団体の助成ということでございました。結果として

大変厳しい審査ということになってしまったわけです。 

 本年度につきましては区の財源と、それから寄附金を合わせまして総額２００万円とな

りまして、今月３日ですけれども、この支援会議において１７団体の申請になりまして、

１次の審査を書類により審査を行いました。今日、プレゼンーションをお願いする団体は

１５団体というふうに、その結果決定いたしております。昨年度に比べまして審査の件数

は減ったわけですけれども、申請の内容を見ますと、多種多様な事業修正がありまして、

一層内容も充実したというふうに言えるだろうと考えております。 

 これから行われますプレゼンーションは、ＮＰＯである皆さん方の社会貢献活動の内容

を直接発表していただくということで、第２次審査の資料に使う参考にさせていただくと

いうことであると同時に、今日、お集まりの皆様方にとって、相互にさまざまの団体の活

動内容を理解する大変貴重な機会になるというふうに考えております。各団体からのプレ

ゼンテーションを行った後ということになりますが、支援会議の各委員から質問をさせて

いただき、余り長い時間はとれませんが質問させていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

 後ほどになりますけれども、中山区長もご列席いただけるということでございます。本

日のプレゼンテーションのすばらしい機会になり、そしてお互いの交流の機会になればい

いなというふうに考えております。そのようなことを委員一同大いに期待しております。

非常に簡単ではありますが、開会に当たって座長からのあいさつとさせていただきます。

（拍手） 
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 事務局 新宿区協働支援会議の委員の方のご紹介をさせていただきます。 

 まず初めに、座長でございます、ごあいさつをいただきました早稲田大学社会科学部教

授の久塚純一委員。なお、久塚委員は同支援会議の座長を務めていただいております。 

 次に、ＮＰＯ事業サポートセンター専務理事の宇都木法男委員です。 

 次に、シーズ＝市民活動を支える制度をつくる会事務局次長鈴木歩委員です。 

 次に、東京ゼロックス株式会社経営管理部担当課長、社会貢献推進事務局の伊藤清和委

員でございます。 

 次に、公募委員の小原聖子委員でございます。なお、小原委員につきましては、北山伏

子育て支援モデル事業であります「ゆったりーの」で活躍されております。 

 次に、新宿区社会福祉協議会ボランティアセンター課長の芦沢ひろみ委員でございます。 

 以上で、委員のご紹介を終了させていただきます。 

 なお、申し遅れましたが、私は地域文化部地域調整課長の林でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 それでは、事務局のほうからご連絡をさせていただきます。 

 事務局 それでは、私、本日、司会進行を担当させていただきます地域調整課の寺尾と

申します。よろしくお願いいたします。 

 これよりプレゼンテーション始めますが、最初に事前説明で申し上げたとおり、プレゼ

ンテーション時間７分ということになっていますので時間厳守でお願いいたします。 

 それでは、実施順番１番、申請番号４番の全国日本語教師会、前のほうにお願いいたし

ます。それから、次の団体につきましては、右側のそちらのテーブルのほうでスタンバイ、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、どうぞ。 

 全国日本語教師会  

全国日本語教師会の木村と申します。本日はよろしくお願いいたします。 

 私どもでは「夏休み親子日本語教室」ということで申請させていただきました。 

 この日本語教育なんですが、通常、留学生ですとか日本語学校また企業の方々、そうい

ったところの日本語教育はある意味充実しているんですが、本当に日本語教育を必要とし

ている方、地域の方々ですとか、また外国人労働者と言われる方、そして外国籍児童、子

どもたちなど多くいらっしゃいますが、そうしたところの日本語教育というのは、まだま

だ充実しておりません。多文化共生の日本語教育ということで活動を行っている団体です。 
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 日本には約２００万人の外国人がいると言われておりますが、ここ新宿区は人口３０万

人のうちの３万人が外国人という、そして１００以上の国籍の方々が住む、本当に多文化

共生の区ということで、全国からもそういった意味で注目されているところになります。 

 日本語指導を必要とする外国籍児童は１万９，０００人を超えて過去最高になったとい

うことで新聞などにも出てましたが、ちょっと新宿区のほうを見てみますと、外国籍児童

の数が大体３６０名新宿区におります。これは２００４年の４月なんですが。ただ６歳か

ら１５歳の人口を調べますと１，３７０人、ということは就学率は２６％ということにな

っております。全国でも大体４割程度で、そのうち行ってない方の中でも韓国人学校、外

国人学校などに通われている方もいらっしゃいますので、そう簡単に低いというふうには

言えないんですが、未就学の問題なんかもございます。 

 外国人比率になりますが、日本人の 100 人の児童がいましたら 2.4 人が外国人というこ

とになっております。この外国人というふうにしか統計が出てませんが、日本語を母語と

しない人たち、日本語の指導を必要とするような日本人、日本人となっている方々もたく

さんいらっしゃいます。新宿区としましては、日本語適応指導員の派遣ということで大体

６０時間ぐらい通訳ができる方を派遣しておりまして、また日本語学級ということで大久

保小学校、大久保地区にございます大久保小学校なんかございます。外国人児童の受け入

れについて日本語指導が必要だということが、今、政府からも取り上げられてますが、実

際、では何をやったらいいのかというのはなかなかわからない状況ではないかと思います。 

 日本語が話せないというのもいくつかございます。まず、全く話せない方、これは学校

の生活に適応するために、先ほどの適応指導員という方がいらっしゃいますが、学校での

ルールを教えたりとかしております。そのあたりまでは大体大丈夫そうなんですが、その

後教科の理解、学校の授業についていくということになると、ほとんどできないそうです。

私も全国の教育委員会に調査をしに行ったりしておりますが、ほとんどの市の教育委員会

が、ここで問題になっているそうです。その後、この結果的には高校に進学できないとい

う方もたくさんいらっしゃるということですね。 

 次にいきますと、また差別、偏見、いじめとか、日本人が理解できると思っていたら、

実は言いたいことが言えなかったり、そういったところもございますので、日本語指導の

必要性というのは十分あるんではないかと思います。 

 現在、本当は書きながらと思ったんですが、日本語指導員と担当教員というのが分かれ

た日本語教育を行っております。日本語教育というのは日本語を覚えることが目的ではな
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く、地域・学校の中で豊かに生活していけることが目的なんですが、日本語指導員は日本

語を教えること、担当教諭は教科についていけるようにというふうに一生懸命になってお

ります。これらは地域社会、学校全体の問題として取り組んでいただく教育の場が、本当

に重要になります。みんなが日本語教師になれというわけではなく、声をかけていただい

たりしたことで日本語指導員がやったことを体得していく場所が必要です。これは外国籍

児童じゃなくても子どもへの問いかけムードとかあるかと思いますが、そういったものが

必要ではないかと思います。 

 私がこうやっていますことは大久保小学校では実践されております。地域を取り込んだ

活動というのは本当にすばらしいことだと思うんですが、ただ、ほかの学校に行っている

生徒さんたちは、やっぱり学校の中の問題だけではなく担当教員だけの問題になっている

ところもございますので、多くの方々に、いろいろそういった現状を知っていただきたい

と思います。 

 あとまた日本語指導の実践ということで講座も行うんですが、こちらは日本語教師にな

らなければいけないのではなくて、まずできることというのはたくさんございます。日本

人だからできる教え方が、そういったものがございますので、そういったものを日本人の

方々、多くの方々に知っていただいて、その方を補助教員という形で、夏休み親子日本語

教室に一緒に参加してもらいます。 

 この、１０日間なんですが、１０日間で、こういった子どもたちが日本語を容易にでき

るようになるとは思いませんが、日本語学習の楽しさ、そして日本語を覚えたことで、ど

うなるかというのを、また勉強の仕方を教えていきます。その後、その方々がスピーチコ

ンテストなどをしまして、日本人の児童についていただく、文化は言語、価値観の違いを

互いに理解することが、本当の意味の国際理解教育なのではないかと思います。 

 本当に１人ひとり、個々で一生懸命やっている人たちはたくさんいらっしゃいます。学

校の先生だとか、そういう方々がいるんですが、やっぱりみんなでよく問題意識を持って

取り組むことが多文化共生ではないかと思います。 

 事務局 どうもありがとうございました。それでは引き続きまして、質疑のほうをよろ

しくお願いいたします。 

 久塚座長 それでは、質問のある委員、お願いいたします。 

 伊藤委員 今の説明の中で、必要性とかはわかりましたんですけれども、新宿区の中で

去年、２００４年度の活動についてちょっと教えていただきたいと思います。 
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 全国日本語教師会 昨年発足しまして、今、文化センターのほうにあります国際交流財

団さんのほうにいろいろ営業活動中というところもあるんですが、今、私どものほうでボ

ランティア講座を開催しておりまして、そういった方々に新宿区にて、日本語教師のボラ

ンティア活動をしていただいております。 

 外国籍児童に関しましては、普通の夏休み日本語教室は開催しましたが、みんな地域の

方を取り込んでということではやっておりません。普通の日本語教師で、普通に日本語教

室をやっていたという感じです。 

 伊藤委員 あとですね、夏休み親子講座が終わった後、今度、フォローはどんな感じで

行うんですか。 

 全国日本語教師会 また、スピーチコンテストなどもありますが、これは１回夏休みだ

けのことではなく、やってみてからの面もありますが、今後、冬休み、また来期の夏休み

というふうに続けて行っていく予定です。 

 伊藤委員 それとですね、日本語教授法講座と親子日本語教室との関係といったらおか

しいんですけれども、日本語教授法講座で受けた人が、その親子の方に出るだとかいう、

ことがあるんですか。 

 全国日本語教師会 はい、この講座に出ていただいた方が実際教える形になります。私

たちは外国人に教えたところで、それは何人かのことでしかないのですが、やっぱり先生

がいろんなところで、いろんな学校で活躍していただくことが第１の目的となっておりま

すので、補助教員というよりも、ほとんど正式に１人ひとりに、その講座でやったことを

実践していただく場になっております。 

 久塚座長 どうもありがとうございました。 

 以上で、全国日本語教師会のプレゼンテーション及び質問・回答を終わります。 

 事務局 どうもお疲れさまでした。（拍手） 

 それでは続きまして、申請番号２番、グループ・ハーモニー、よろしくお願いいたしま

す。 

 グループ・ハーモニー 

 皆さん、こんにちは。私たちＮＰＯ法人グループ・ハーモニーは、今回「パソコン指導

員養成事業」につきまして、お話させていただきたいと思います。 

 まず、パソコンの普及について、今どんなふうになっているかということを簡単に説明

させていただきます。 
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 今現在、全体の４人に３人ぐらいはパソコンを使っているというのは、今言われており

ます。それが１０年前はたかが１５％です。それが今は４人に３人ということになってお

りますので、その普及の度合いが伺われるかと思います。ところが高齢者に限って見てみ

ますと、実はこの左の下、なかなか見づらいとは思うんですが、一番右側には黄色いグラ

フのところにあるのが高齢者になります。全体で見ますと非常に低い数字になっています。

実際はパソコンの普及は結構あるのに、このような形で低い普及になっているというのは

皆さんのほうからでもわかると思います。 

 パソコンの普及は、なぜこんなに必要なのかと言いますと、今現在パソコンを利用した

買物ですとか、パソコンを利用したチケットの予約ですとか、あるいは預金などもできた

りします。中にはパソコンのインターネットを使って住民票の申請等もできるところもあ

るくらいで、今後パソコンの普及あるいはパソコンの技能が非常に問われるんではないか

と、こう思われています。 

 それで、私どもグループ・ハーモニーは、パソコン教室、「パソコン広場」という名前で

今現在週１回やっております。それまでは「難しそう」、あるいは「なかなか覚えられない

んじゃないか」とか、そんなに「続かないんじゃないか」とか、あるいは周りが「あんま

りやらなくていいよ」というような形で言ったりします。ところが私どものほうでパソコ

ン広場をやってみたら、これが実際パソコン広場をやってみた方の声は「案外おもしろい

んだなあ」あるいは「パソコンって、とっても安心してできる」あるいは「先生がとても

丁寧だ」、また、作品などをお友達などに見せて「ちょっと自慢できるんだよ」というよう

な話も聞いたりします。また、指先をよく使いますので「ボケ防止になるんだよな」とい

う声も聞いております。近頃はお孫さんとのコミュニケーションのツールにもなる。「孫が

ね、メールを見て喜んだんだ。」なんていうのも聞いたりいたします。そのような形で、私

どもパソコン教室を通じて、こんないい講座があるんだなというのを実感いたしました。 

 では、一つ、私たちがこうしてやっていく中で、とても困ったことがあります。それは

パソコン指導員です。パソコン指導員というのは仮称としてつくらせていただきました。

これはパソコンを教える人が必要なんだなということを非常によく考えていかなくてはい

けないんじゃないかなというふうに思ったわけです。 

 そうすると、それはまずパソコン指導、最初に教わります。今までできなかった、こう

いうのはなかなか教わった後、なかなか続かなかったり、覚えてもすぐに忘れてしまった

りすることがありますが、今回のパソコン指導員というのは、そんな状況を踏まえて、し
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たい時にいつでもパソコンができる。あるいは外に出る機会をふやすことができる。また、

仲間や楽しみがふえたりします。それらのことをやるための指導員としての技能あるいは

スキルを学んでいただくための今回の事業とさせていただいております。 

 その中で特に今後、パソコン指導員というのを育てるに当たりまして、まず最初に私ど

もがやっておりますパソコン広場という所で、特に高齢者を中心としたパソコン指導の講

習をしておりますが、そのパソコン広場の中でやっていることを、さらに広げていただき

まして、パソコン指導員がパソコンのスキルだけではなくてコミュニケーションの仕方あ

るいは丁寧な教え方、あるいは楽しみや喜びができるような教え方というのを、パソコン

指導員に覚えていただいて、それをまずは高齢者から始めても構いません。それから、だ

んだんそれが地域の障害者の方々あるいは主婦の方たち、そして今は現在小学校・中学校

で行われているパソコン教室が、みんながみんな上手にできるのかというと、そういうこ

とでもございません。なかには、どうしてもできない方もいるかもしれません。そんな方

たちのボランティアもできる、そんな形でパソコン指導員が地域に根ざしていく。地域の

中でパソコンを指導するというようなことを通して、コミュニケーションが仲間などの集

まりなど、あるいは話題の提供などをできるのではないかなというふうに思います。それ

を、いずれは地域に活躍して生活するすべての人たち、そのような人たちが笑っていける

ような、そういう社会に結びついていけるのではないかなと、そんなふうに思っておりま

す。 

 そのためにも必要なもの、このようにあげさせていただきましたけれども、人と場所、

この二つがとても大事ではないかと思っております。まず一つめの人としまして、今回私

どもが提唱しておりますパソコン指導員。特にパソコン指導員の養成をしまして、それを

中心としたコミュニケーションの輪、ですからパソコンという共通の話題をもってコミュ

ニケーションを多くすることができる。ところが、私どもがやっている所が問題です。と

ても狭いところでございます。より広い所で、より多くの人が学べる場所をつくっていた

だくためにも、またパソコン指導員を養成しても場所がなければパソコン指導することが

できません。ですので、パソコン指導員がパソコン指導する場所をより多く提供していた

だくためにも、民間だけではなく公共の施設、学校の空き教室ですとか公民館などを広く

開放していただいて、私どものほうも十分使えるようになればいいなというふうに思って

おります。 

 以上です。どうもありがとうございました。 
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 事務局 どうもお疲れさまでした。グループ・ハーモニーさんのプレゼンテーションで

した。それでは質疑応答をお願いいたします。 

 久塚座長 質問をいただきます。はい、芦沢委員。 

 芦沢委員 そこは本当に最近はお年寄りが使ってみたいという方が増えていらっしゃる

なというのを私も実感しているんですけれども、今回ハーモニーさんが企画されている、

その指導員という講座なんですけれども、指導するに当たりましては、どんな方をターゲ

ットにしていますか。今回、６名を養成するような計画があるかと思うんですけれども、

またその方たち、どの程度の指導員まで、技術的なことも含めて目指していらっしゃるの

かというところを教えていただければと思います。 

 グループ・ハーモニー まず、パソコン指導員の資格というのでしょうか、パソコン指

導員になるためには、どんな人がということですが、これはパソコンのスキル等は全く関

係ございません。先ほど申しましたようにパソコン普及だけではなくコミュニケーション、

あるいは楽しく、喜べるようなということで、やる気のある方ですとか教えてみたいなと

いう意欲のある方、そういう方々を対象としております。それで人数につきましては、一

応システム的には区民の６人×２回の１２人を一応予定はしております。 

 それと、どれぐらいのレベルまでという質問がありましたけれども、これに関しまして

も、スキルそのものはちょっとできればいいんだというぐらいに実は思っております。大

切なのは楽しいな、ああ、これならやっていけるなというふうに思ってもらえるような教

え方ともに、学んでいただければというふうに思っております。 

 芦沢委員 ありがとうございました。すみません、もう一つ、そういう意味ではかなり

半年間かけて基礎から勉強するというような実施計画になってましたので、かなりな時間

をかけてするというふうに見受けられたんですけれども、３人の先生で６人の方にという

ことなので、ちょっと内容的なことを伺うと、そこまでお時間をかけて養成するというこ

とになるのかなというのがちょっと疑問に思ったんですが。あとは、そういう意味では、

やった方の活用の仕方ですね。多分、パソコン広場を開設なさっていらっしゃるとおっし

ゃってましたので、そこに今ある程度ボランティア的にやっていらっしゃるのか、講師と

してなさっているのかちょっとわからないんですが、そういう方たちを、これから、そこ

で活動するというような趣旨でなさっていらっしゃるのかなと思ったんですが、その辺は

いかがですか。 

 グループ・ハーモニー そうですね。今回の指導員の養成された後のことなんですけれ
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ども、先ほども言ったんですけれども、場所につきましてはいろんなところを使わせてい

ただきたいなという気持ちがまずあります。そのためにも人が必要だと。それと、パソコ

ン広場の活用方法としましては、パソコン指導員がそのまま指導するのもいいですし、パ

ソコン指導員自身が使うことも可能となっております。それと、何でしたっけ 

 芦沢委員 広場の指導している方を対象にするわけではないんですね、今回の。 

 グループ・ハーモニー はい、そうですね。 

 芦沢委員 広場で指導していらっしゃる方もいらっしゃるんですよね。 

 グループ・ハーモニー そうです、はい。 

 芦沢委員 その方にもう少し指導力をつけてほしいということで講座を考えられたとい

うふうに受け取ったんですけれども、そういうことではないんですね。 

 グループ・ハーモニー これは、まず最初に募集しまして、今コースとしてパソコンと

かをやっている方は、そのままコースとしてやっていただいても構いませんが、今、受講

されている方々はそのまま受講です。パソコン広場の指導員を養成するに関しましては、

その後で一般で募集しまして、すべて長い期間をかけてやるというのは、それだけスキル

そのものよりも、その教え方というところが非常に重要だということが、その他のパソコ

ン指導において言われておりますので、その辺は特に重視させていただいて、長い時間を

取らせていただきました。それから、ずっとやるわけではなく週に１回ぐらいということ

ですので、全体で１２回というふうになっておりますので、そんな感じにしております。

すみません、長くなりました。 

 久塚座長 ありがとうございます。質問した情報が多岐に渡ってしまったので大変スロ

ーモーとなりました。ご迷惑をかけたかと思います。 

 以上でグループ・ハーモニーへの質問を終わります。 

 事務局 どうもお疲れさまでした。（拍手） 

 それでは続きまして、実施順番３番、申請番号８番、難民支援協会さんのプレゼンーシ

ョンを始めたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 難民支援協会  

ありがとうございます。こんにちは。特定非営利活動法人難民支援協会の石川と申しま

す。中島と一緒に資料を作成しましたので、２人の名前がございますが、本日は私のみで

ご説明させていただければと思います。 

 まず、２人の２家族の歴史がございまして、２家族とも新宿在住の方なのですけれども、
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赤ちゃんとその家族ですとか、あとは相談を待っている間に新聞などを見ながらリラック

スしていただいているという写真を並べていただきました。これも私どもの相談現場の１

コマであります。 

 全体をまずご説明させていただければと思いますけれども、もし新宿が１００人の村だ

ったら１０人に１人の方が外国人ということになります。１０７カ国から約３万人弱の方

が新宿区に在住していらっしゃいまして、一番多いのがアジアの２万４，０００人ですけ

れども、中国ですとか在日韓国・朝鮮人の方、また３番目がヨーロッパのフランスという

ことになっておりますが、第４位はミャンマー・ビルマの方々であるというふうに言われ

ています。そのほかにもアフリカいろんな国の方々ですとか中近東、北米、南米、環太平

洋ということで新宿区に在住していらっしゃいます。皆さん日々、住民として生活を送っ

ていらっしゃるわけですが、やはり外国人であるということでの抱えていらっしゃる困難

というのがあります。 

 まず一つ目は、異文化、言語のバリアです。言葉の壁ですとか育ってきた環境ですとか、

物価的な背景、宗教的な背景が違う方になかなか制度が理解できないということがありま

す。日本のような公的扶助が充実した国から、皆さんがいらっしゃるということは必ずし

もないものですから、そういった制度についての概念がわからない。もしくは何となく、

そういうものがありそうだけれども言葉がわからないので理解できないということがあり

ます。また触媒バリアということでして、そういうほうが権利ですとか、義務を知ってい

ても、なかなかそれを実際のサービスもしくは手続の窓口まで媒介できるようなコミュニ

ティや支援者がほとんどいない場合に、この分野があります。また偏見なども時にはあり

まして、結果として社会で日常生活の必要な情報というものが十分には伝達されていない。

もしくは必要な手続、義務であってもアクセスすらできていないという場合があります。 

 私ども難民支援協会は、こういった方々、特に難民の方々の状況を改善するために１９

９９年に設立いたしました。現在は国連難民高等弁務官事務所とパートナーシップを持ち

まして事業を共同で行っております。活動の柱としましては三つございまして、難民の人、

１人ひとりの支援、もしくはよりよい難民援護計画を実現。三つ目は、難民の人たちをも

っと身近に感じていただきたいということで広報、情報発信等をしています。 

 今回行いたいと考えている具体的な事業は、新宿区の在住外国人で、４番目に多い人口

を占めるビルマ人の人たちを中心とした新事業を考えています。特に、生活に関する情報

のビルマ語への翻訳、ウェブサイトの掲載、印刷、そして配布と考えております。配布に
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関しましては直接都民の方々に広くご参加をいただいてというふうに考えています。新宿

区民の方と話しても「最近やはり外国人の人、見るんですよね。電車の中でもよく見かけ

ます」ということをよくおっしゃっていただいています。しかしやはり、言葉が通じない

というのは何かというようなことで、困っているかもしれなくても、なかなか声がかけら

れないでという現状があります。私たちは生活に役立つような環境マップをビルマ語で作

成することを検討していますので、そういう方があれば、お隣さんと声をかけてやりたい。

よくユニホームで集まって会議をしているのを知っているから、そこへ持っていってあげ

たいということで、区民の人とメンバーの人たちが交流できるようなきっかけづくりにな

ればと考えています。 

 今までの成果としましては、去年の助成をいただいた際は、まずビルマ人の人たちを対

象にした総合案内を実施しましてマニュアルを作成しました。次に、ビルマ語で、実際に

新宿区在住のビルマ人の方に手伝っていただいて翻訳ですとか、またはこのようなビルマ

語での資料というものをつくりまして配布をさせていただきました。 

 また、困ったことの相談所としての成果としては非常に認知度が上がりました。これは

生後２カ月の赤ちゃんを連れてきてくれたビルマ人のお母さんです。彼は日本語学校の勉

強をしていまして大学院に進学することができました。彼も高田馬場に住んでいました。

この人は緊急事態ということでスーツケース一つで泊まる所がないということで相談にい

らっしゃいました。また、お医者さまには協力をいただいていまして、月１回無料健康相

談を実施していますので、前回つくらせていただいたのはインフラについて知りたいとい

うことでしたので、公的手続を中心としていましたが、またその繰り返しの中でニーズと

しましては、緊急支援から子育て、高等教育、医療まで生活に関する情報をつくりたいと

いうニーズが出てきたというふうに感じています。 

 そして、暮らしにかかわる文書、税金の相談を受けました。健康にまつわるもの、妊娠・

出産等に関してというものを課題として挙げられるようになってきましたし、また区民の

方にとっては交流や話しかけてみようというきっかけが不足していることがわかりました。

そのために具体的な事業としましては生活相談に関するビルマ語の資料を作成いたしまし

て広く配布していただきたい、また、医療に関する支援も行っていきたいと考えておりま

す。 

 よろしくお願いします。 

 事務局 難民支援協会さんのプレゼンーションでした。それでは質疑をお受けいたしま
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す。 

 久塚座長 質問をお願いします。 

 芦沢委員 新宿区内に４番目に多いビルマ人の方に対してというお話があったかと思う

んですが、１番目、２番目、３番目ではなくて、なぜ４番目の方を特定されたのかなとい

うあたりを説明してください。 

 難民支援協会 １番目、２、３番目までですね、中国人、在日韓国・朝鮮人の方、フラ

ンス人の方なんですけれども、既に、今日は持ってこなかったんですが、国際交流協会が

非常に充実した新宿区生活ガイドというものを出していらっしゃいます。また、東京都で

も８カ国語で「ビリーブイン東京」ということで、東京都でパンフレットを出していらっ

しゃいます。東京都でも新宿区でも、それらの方々は既にあるパンフレットがあって、生

活上必要な情報はそれらをカバーされていらっしゃいます。だからビルマの方というのは、

ビルマ語での行政情報は私どもが知る限り一切ございません。そういったことで、ですが

非常に多い何千人という方が新宿区内にいらっしゃるということで、４番目ということで

対策させていただきました。 

 芦沢委員 もうひとつですね、ボランティアの方が情報誌の配布の予定というふうに、

さっき伺っていたんですが、その配布先のリストみたいなものをつくっていらっしゃるん

ですか。それとも、これから、どんなふうにその配布先を決めようと考えていらっしゃる

のか、その辺がありましたら教えてください。 

 難民支援協会 ボランティアサービスセンターですとか、区内の公民館ですとか、相談

させていただいて既に成果のほうは上がっていますが、本当に外国人の人が、ぜひニーズ

として発掘していきたいというふうに考えていまして、ビルマ人が酒屋に買い物にいかれ

る酒屋、その酒屋にビルマ人が買いにくるから、お店の店頭に置いてあげるよというよう

な方々も、今、私ども広く呼びかけたいというふうに思っていることで、そういったこと

で今まで私どもが意識していなかった事柄ですね、設置場所とか配布先というものが開拓

できればというふうに考えています。 

 久塚座長 では，以上で難民支援協会の質問を終わります。 

 事務局 どうもお疲れさまでした。（拍手） 

 それでは、引き続きまして、実施順番４番の申請ナンバー９、日本公会計支援協会さん

のプレゼンーションを始めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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 日本公会計支援協会  

こんにちは。ＮＰＯ法人日本公会計支援協会の事務局スタッフの河合と申します。よろ

しくお願いいたします。 

 まず、日本公会計支援協会についてなんですけれども、私どもは設立２００２年、ただ

いま４年目に入っております。簡単に言いますと公会計分野の会計支援を行っている団体

なんですが、例えば一般企業ですね、一般企業が利益がどのくらい出たか、利益の量によ

って、その会社の評価がはかれるかと思うんですが、要するにどのくらい利益が出たかと

いうことが評価の基準にならない分野、つまり国とか自治体とか地方公共団体、財団法人、

社団法人いろいろあると思うんですが、もちろんその中でもＮＰＯ法人や任意の非営利団

体も含まれています。そういう団体の会計支援を行っております。 

 会計支援を行っているのは、会員に税理士や公認会計士の方がいらっしゃいますので、

その人たちに情報を流して支援を行っているところです。 

 こちらにありますが、まず七つある事業の中でも特にＮＰＯ法人の支援ということで今

行っている事業は簡単な図なんですが、各ＮＰＯ法人がうちの会計支援をしてほしいとか、

そういう相談を直接当協会に届いたり、その相談を当協会センター等が受けて、当協会の

ほうに連絡している状態です。 

 そのような団体のどういう人たちが、どういうことを知りたいかということを私のほう

でヒアリングしまして、１５０名いる会員の方に、こういう団体が会計支援をしてもらい

たいと言っているという情報を流して、そこで会員の方が、どういうＮＰＯ団体で活動し

たいか、どういう活動がしたいかというそういうニーズ、お互いのニーズのマッチングを

図って今事業をしているというところになります。 

 例えば、質問はさまざまあるんですが、これはあくまで架空なんですけれども、ＮＰＯ

法人の税務上の義務ということで所得税、お給料出していれば所得税はどうなるんですか、

収益事業ってどういうものなんですか、消費税がかかるってどういう意味なんですか。あ

と収支計算書の書き方など、そういう質問が多いです。 

 あと、非営利団体ですので、お金を稼いでないからいいじゃないかということですけれ

ども、収益事業の境というのがありまして、収益事業ということで、ここに書いています

が、ここにある内容であったりします。でもここは、あくまで参考で論じているだけなん

ですが、ＮＰＯ法人はなぜ課税されないかということですけれども、ＮＰＯ法人は認証許

可をもらって、それを基に活動します。それが社会奉仕であり文化振興であり、教育普及
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だったり、それが無償の行為であるからＮＰＯ法人は課税されないんですけれども、その

無償の行為の部分から、相手方から何かをもらったときは収益事業になるんですよと、そ

ういうこともわからない方が多いですので、よく質問されているのが現状です。 

 今回の申請した内容のお話に移りますけれども、非営利活動の分野の会計相談というこ

とで、過去にもずっと相談件数は非常にふえているんですが、やはり簡易な方法というこ

とで、メールや電話での問い合わせが非常に多いですが、実際に本当に収益事業がないの

かどうかとか、本当の資料がでないと直接ちゃんとしたお答えができないという現状があ

ります。ですので、直接会って話をするということで会計支援がしたいというのが今回の

申請です。この会計支援というのは、どこでもやっていることではあるんですけれども、

私どもの団体の話をすれば、前々からやりたかった事業の一つで、講師の方の時間は拘束

するということで謝礼の部分で助成金をいただければということで申請しています。 

 あと、ほかの会計支援との差別化、区別化なんですけれども、あくまで相談をして終わ

りではなくて、そこで一応来年の６月に予定しているんですが、日々の会計業務を身につ

けようという会計セミナー、もちろん一般の方でも参加可能です。それを行って、あとこ

この目印の部分ですが、そこはそれ意外と大変なんですよね。やはり事業した後は、それ

でおしまいということなら、もちろん簡単なんですけれども、本当にその方たちが団体の

自立して今後もきちんとした会計処理をしていけるのかなということで元々考えているの

はネットワークづくりと、メーリングリストによる相談の割り振りなど。あともう一つ、

Ｑ＆Ａの冊子を作成する予定です。このＱ＆Ａ冊子を支所か出張所とか、そういう所にも

配布するということで、今回印刷費用の６万円が明細の中にも入っているんですが、そう

いうことを考えています。 

 こちらは具体的に会計調査をどのように行うかということで、一応１１月から６月まで

の毎月年８回、お昼の時間に地域センターを借りて行うことになっています。あと、せっ

かく行われる相談事業ですので何とかして多くの方に周知してもらいたいということで、

新宿区の方に広報のご協力をお願いしたいと思っております。こちらが会計事務側の内容

です。先ほど少し申し上げました。 

 最後に、期待される効果ですけれども、そもそもＮＰＯ法というのは、この団体がどう

いう活動をしているかというのは、みずから情報を出して情報公開をして、それを市民が

緩やかなチェックをしていく、それで成り立っていく、監視されているというのがＮＰＯ

なんですが、そういうことも会計の業務でないかたに理解してもらって、そういう、こち
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らに書いてますが、区民がＮＰＯを育て、区民による緩やかなＮＰＯの監視・チェックが

できる新宿区になればと思っています。 

 最後にちょっとお知らせなんですが、７月の最後に防災会計、ただいま旬なんですが、

防災会計という日本投資銀行の、ただいま日本経済新聞社の方のイベントがありますので、

こちらでもこの広報していく予定です。 

 以上です。 

 事務局 どうもお疲れさまでした。日本公会計支援協会のプレゼンーションでした。そ

れでは、質疑応答をお願いいたします。 

 久塚座長 質問、お願いします。 

 鈴木委員 プレゼンテーションありがとうございました。相談がふえているとのですが、

それは具体的にどのくらい相談件数がふえていらっしゃるのか。１６年度はどれくらいふ

えたのか。今年に入ってどれくらいなのか。ふえていらっしゃるということなので、その

ほかどのくらい伸びていらっしゃるのか、そのあたりについて教えていただけるでしょう

か。 

 日本公会計支援協会 相談件数の具体的な数は申しわけないですが、きちんと数えてい

ないのが現状です。主にメールで財政力とか、団体数で言えば月間５団体ぐらいです。た

だ内容は非常に多岐にわたっていて、特に多いのは設立した団体の質問です。任意団体か

らＮＰＯ法人になったときの任意団体の余ったお金をどういうふうにＮＰＯ法人に持って

いけばいいかとか、そういうものの時非常に大きく。あとは、電話に関しては、メールで

も同じなんですけれども、新宿区の広報紙に随分前に載ったんですが、それを見た途端に

５件ぐらいの団体から連絡が来たりとかですね。あとは会員を通して、うちの協会に相談

してくれということで、件数は私が全部見ているですけれども、きちんと確認してないん

ですが、年間でいえば１００件から１５０件ぐらいだと思っています、団体数で。 

 以上です。 

 鈴木委員 それに関連してなんですけれども、そうしますと今回も相談会ということで

すが、特別に…普段もちゃんと相談会を開いて行われるということですけれども、普段の

相談と特に今回は違う部分、特に今回、ここが新しく、ここが今回市民の方に、といった

ところを話していただけますか。 

 日本公会計支援協会 わかりました。まず、事業内容としてはもちろん相談ですので、

そんなに大きくは変わりないです。ただ、一般の方に、あとコミュニティ活動ですね。私
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どもの知らないような本当は地域で活動している方たちにも広報したい、そうしたら新宿

区の広報誌にちょっと載せていただくとか、一緒にタイアップすることで、もっとくまな

く支援ができるかと思っています。 

 久塚座長 では、以上で、日本公会計支援協会についての質問を終わります。どうもあ

りがとうございました。 

 事務局 どうもお疲れさまでした。（拍手） 

 パワーポイントでプレゼンテーションやられる方、ここにポインターがありますので、

どうぞ有効に活用してください。 

 それでは続きまして、実施番号５番、申請ナンバー１５、みんなのおうちさんです。よ

ろしくお願いいたします。 

 みんなのおうち 

私たちのプレゼンは「外国籍子育て家族と地域子育て家族の愉快な週末交流ツアー」

という内容です。 

 「外国籍子育て家族と地域子育て家族の愉快な週末交流ツアー」に向けたイベントに助

成をぜひお願いします。 

 私は、宿泊型子育て支援施設ＮＰＯ法人みんなのおうちの代表理事をさせていただいて

いる三島と申します。こちらに、私たち２年ぐらい前からＮＰＯでない時代からやってき

たツアーの写真を展示をしていますので、失礼ですがこちらを見ながら説明を聞いていた

だきたいと思います。 

 まず、宿泊型子育て支援施設みんなのおうちの紹介と、その中でも子育て支援の発展と

いうことを紹介します。ツアーの運営主体はみんなのおうちです。新潟県の豪雪地帯、魚

沼産こしひかりで有名になった米どころでもある魚沼市にある、建坪が１００坪ある大き

なログハウスです。新宿の在住の知人が定年後の住まいとして購入されたものを、「子育て

支援に使って」ということで提供をしてくれています。私たちは、子どもを通して知り合

った区民が、血縁・地縁というのは今までありましたけれども、それにかわる知縁、知り

合う縁という関係を深め、互いの子育てを支援し、子どもたちに地域で安心して暮らす環

境整備を図っています。子どもたちがログハウスを「みんなのおうち」と名付け、参加家

族交流を「大きな家族みたい」と親子で知縁の輪を愉快がっています。学童クラブ父母会

とＯＢの交流化から始まった私たちの取り組みは家族間の壁を取り払い、子育てを互いに

支援しあう地域の大人の交流を大切にし、発展させる試みです。 
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 この２年間の過程で、自然に触れ、時を忘れます。子ども同士はすぐに遊び始めます。

会話の下手な親たちも子どもを中心につながりが広がります。人見知りの激しい新潟のお

じさんたちも子どものように一緒に補ってくれます。力仕事もあり、日ごろ影の薄い父親

たちも輝いています。大きな木を切りそろえて組んだキャンプファイアーの前での顔を見

てください、とても実感できます。近くの体験ツアーでは、自然に助けられた遊び、温泉、

自炊、雑魚寝の家族間交流から、問題を抱えた家族の具体的な改善が見られました。区民

から改善の必要を感じられる「気になる」家族の情報も集まり、その方たちを誘ってツア

ーを行うとかというふうに誘い合っています。自分の家族同様に地域の子どもたちを受け

とめられる高い教育力を持った区民サポーターの家族も生まれています。 

 次に、外国籍子育て家族の文化適応、地域交流は新宿区の教育課題という内容です。外

国籍子育て家族の文化適応、地域交流は新宿区の教育課題であることは、おやおや講座開

催等、区報などでも区民にも少しずつ知られています。特に大久保地域では、小学校に親

子日本語教室を持ち適応支援を続けています。先日、テレビ放映も行われました。親子日

本語教室の運営に関係している地域の方々の協力を得て、この企画を推進します。 

 個人情報保護条例制定がなされた影響から学校等の連絡網もなくなる方向にあり、子育

て家族の孤立化は改善よりも一層の進行が危惧されます。大人にとっては家族間の交流は

負担化を持たれやすいものです。しかし、子どもたちにとっては、地域に自分の存在を認

めてくれ、受け入れてくれる友人・家族の存在が大きな安心を持たせています。密室化し

た子育て、子育ての混乱化は子どもたちが引き起こす犯罪の要素の原因と考えられます。 

 多国籍教育の状態と気持ちということを次に見させていただきます。 

 私は新宿区と区民共同の子育て支援施設「ゆったりーの」にも準備段階からかかわり、

現在運営員・スタッフもしています。ここで知り合った運営委員・スタッフの小林さんは、

大久保地域での親子日本語教室を運営されています。小林さんから外国籍の方たちの状態

と気持ちについて話してもらいます。 

 みんなのおうちスタッフ 小林です。私は区民による在住外国人の居場所づくりを目的

といたしまして、昨年度から大久保小学校で親と子の日本語教育を無料で行っております。

昨年は実施概要といたしまして、今年のカリキュラムをつくる段階で、大久保小学校の長

岡先生といろいろお話をした中で、長岡先生が一言「いやー、小林さん、旅行にみんな行

けないんですよね、経済的理由もあって」という一言がすごく心に残りまして、それを企

画の中に入れたかったんですけれども、やはり私たちの力不足、経済的な理由でそういう
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ことをすることができませんでした。それで、「ゆったりーの」で三島さんと知り合うこと

によって、みんなのおうちの中に、私たちのこの旅行に行けないというところを実現した

いなと思いまして、この企画をお互いにやりたいと思いました。 

 それで一番問題になりますのは、やはり旅費が一番問題になりまして、そこのところを

どうにか援助していただければなと思います。さらに、寝食をともにすることによって、

偏見とか差別がなくなる、ここが一番これからの新宿区で、生活していく上においては重

要ではないかと思いますので、よろしくどうぞお願いいたします。 

 みんなのおうち 今あったように、日本国内を旅行する機会がほとんどない。しかし、

交流もしたいし、日本にもなじんでいきたいという気持ちがあるという、そういう外国人

の方たちがいます。その方たちと子育てを通じて、やっぱりお互いに子どもを育てる立場

で交流し合える場を、冬の新潟でつくってみたいというのが私たちの思いです。東京の子

たちもそうですが、日本に来ている、そういう外国の方たちもやっぱり南のほうの方たち

が多いので、雪の中で楽しく遊ぶというのは本当にお互いの交流になるんじゃないかと思

うので考えてみました。具体的にはいろいろありますけれども、遠隔地にある「みんなの

おうち」ですので、ツアー事業費に半分近くは交通費です。交通費の補助がなければ参加

できる家族はなくなりますので、ぜひご支援をいただきたいなというふうに考えています。 

 事務局 どうもお疲れさまでした。みんなのおうちのプレゼンテーションでした。 

 それでは、質疑応答のほうよろしくお願いいたします。 

 久塚座長 質疑をお願いします。はい。 

 芦沢委員 お写真を見せていただいて非常に楽しそうですね。本当にこういう機会にい

ろんなところ交流できるという、すばらしいと思うんですけれども、今回企画してらっし

ゃる外国籍の家族の方をということですけれども、今回、助成を受けて実施する場合です

ね。その家族をどんな手段で募集をされるのかとか、どんなふうに行かれる家族を決めら

れるのかその辺の計画を教えてください。 

 みんなのおうち 現在、大久保小学校では８３名の参加がございまして、家族数として

は大体３５家族ぐらい、恒例に参加しております。その中から一応チラシを配りまして勧

誘をいたしまして、やはり経済的になかなか困難な方というふうな基準から参加を呼びか

けていきたいなというふうに考えています。 

 芦沢委員 ありがとうございます。先ほども経費がというお話がありましたが、みんな

のおうちの方たち自体は、会費というか、そういうものもなく運営をされていらっしゃる
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ように資料から見たんですが、あと拠点の維持管理なんかも大変だというふうなことも書

かれていらっしゃるんですが、なかなかこういうことを続けられるというのは大変だなと

思うんですが、ぜひ続けていただきたいなというふうに思いもありますので、その辺も何

か解決策といいますか、運営の今後の豊富みたいなものがあったら教えてください。 

 みんなのおうち ＮＰＯになってから計画を立てまして毎月１回ツアーをやるというこ

とを計画しています。そうすると結局中心になるメンバーというのは１２、３人ですので、

その方たちが必ずどなたかがリーダーになって連れていくことになります。私代表ですか

らやっぱり年に多分半分ぐらいは行くことになると思うんですね。そうすると私の妻は看

護師ですので、ほとんどうちにいません。ですから、こちら子ども２人を連れてマイクロ

バスを運転して、みんなを連れていくという、そういうパターンになります。ですから経

済的にも苦しいですけれども、でも行って、お互いに交流して親たちが元気になって、子

どもたちがにこにこしている、その姿を見ると、僕も励まされるという思いで続けていま

す。 

 久塚座長 では以上で、みんなのおうちへの質問を終わります。どうもありがとうござ

いました。 

 事務局 どうもお疲れさまでした。（拍手） 

 それでは続きまして、実施順番６番、申請ナンバー３、コミュニティファンド・まち未

来のプレゼンテーションを行っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 コミュニティファンド・まち未来 

 皆さん、こんにちは。コミュニティファンド・まち未来の事務局の奥田と申します。 

 今回、「人材育成事業」ということで申請をさせていただきます。 

 まず、ちょっと団体の全体像の説明をさせていただきたいんですが、私たちは二つの団

体を持っています。一つが、コミュニティファンド・まち未来というもので、これは総合

的な中間支援組織みたいなものでＮＰＯやコミュニティビジネスなどを支援するものです。

もう一つは、コミュニティファンドといいまして、これは市民銀行というものなんですが、

市民が出資をして、そのお金を社会的な事業のほうに回していこうという、そういう仕組

みです。本来はこれを１本にしたかったんですが、ＮＰＯが出資ができないということで、

これら２本になりました。 

 全体の活動イメージとしては人材育成事業、相談事業、レセプト、助成事業、融資事業

などでいろんなネットワークを含めてＮＰＯを支援したいということです。これを簡単に
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説明したいんですが、この市民銀行というのは何だかよくわからないかと思うので、現状

なんですが、出資者が５５０人ほど、出資総額が８，２００万円ほどで今１，８００万円

ほど融資しています。こういうふうな形でいろんなコミュニティビジネスに対して有用な

資金の流れを市民からつくるということですね。今のところは簡単な流れなので飛ばしま

す。 

 ただ、お金が流れというのはごく一部なもので、必要なものは教育であるとか経営のノ

ウハウであるとか、経理・税務・法律であるとか、そういう総合的なものがコミュニティ

ビジネスには必要なんじゃないかという。 

 コミュニティファンド・まち未来なんですが、事業としては三つの事業と調査活動をし

てます。一つが、助成事業・相談事業、そして今回の人材育成事業ですね。それとネット

ワークづくりということで、ＮＰＯの課題を地域と一緒に解決していくネットワークであ

るとか、専門家とのネットワークというのを模索しています。 

 本題なんですが、今回の助成申請事業ということで、まず今回は人材育成事業という二

つの事業を申請させていただいております。一つが起業講座ということで、一般基礎コー

スですね。こちらは本当に起業ということで一般の皆様が自分たちの地域の課題をコミュ

ニティビジネスという形で解決しようとするものを応援しようとするものです。最終的に

は事業計画書づくりというものを目的としています。もう一つは、専門講座ということで、

これはアドバンスコースになります。こちらは実際やっている、もしくはすぐに始めると

いう方たちに対して、専門的な知識を養成したいということですね。自分の弱点の補強で

あるとか、今後何が必要かということを見出していただきたいということです。この講座

の特徴ということなんですが、まず、この地域社会をよくしていくという考えられている

コミュニティビジネスを援助していこうということです。そして、そのために必要な仕事

やノウハウを提供していくことです。もう一つが、社会的な目的を持った事業を運営して

いる市民と、プロフェッショナルな手法を社会に還元していこうとするビジネスマンの両

方です。ここから２点目のほうですね。これは講師の方を指しているんですが、一般的に

言うと、そういう教育機能というのは、いろんな専門家の方たちに教える形だと思うんで

すが、これと違うのは、一般に実際バリバリのビジネスマンの方たちが一方でそれをやり

ながら、一方でもう自分のノウハウをみんなに社会的に提供していきたいということを、

一つ特徴的なものとしております。 

 起業フォーラムのカリキュラムなんですが、全部６回にこだわっていまして、こちらは
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総合的なものですね。ですから考え方、具体的なテクニックなどを入れながら事業計画書

を作成すると、ロジカルシンキングであるとか、マーケティングの基本とか、事業計画の

相談とか、そして最後にプレゼンテーションという形で、みんなの前でアピールをしてい

ただいて、ある一つの形をつくるというのを目的としています。 

 もう一つの専門講座ということなんですが、こちらは先ほど言ったような講師の方たち

の専門的な知識とか最新の経営手法と書いてありますが、そういう形のものを学んで、そ

れを受講生の方たちはいろんな事業に応用するというのが基本的な考え方です。そして問

題点を自分で発見して、参加型で解決していこうということで、第１回から第５回まで書

いてありますが、これは全体で一つのトータリティを持たすものというよりも、非常にマ

ーケティングなら非常に専門的なマーケティングな方法、リスクマネージメントならその

ようなかたちでといったそういうふうなものです。 

 講師の皆さんということなんですが、ちょっと別に名前が特に書いてあるんですけれど

も、この講師の方たちはよくお話をしているのは、コミュニティビジネスだとか、ＮＰＯ

というのは、これぐらいのノウハウというか、そういうどうすれば、これを社会的に有用

にできるかというものはまずないんじゃないかというふうなことをよく話していまして、

この方たちは２０代、３０代、４０代前半ぐらいの方たちなんですが、実際非常に大きな

市場での仕事をやってらっしゃる方も実際のノウハウを社会的にＮＰＯとかコミュニティ

ビジネスにどういうふうに還元できるんだろうと、そういうふうな方法も一緒につくって

いきたいと思っています。 

 これはアンケートです。アンケートのなかで印象的なものがあったので持ってきました。

目的とするものは二つあります。一つが、地域の課題を市民から解決するということで、

これをコミュニティビジネスという手法で事業をつくるというふうに表現します。そうい

うコミュニティビジネスを掲げていくことが、今後の日本の将来には必要であるし、それ

を専門的にカバーしていくようなものが、ものすごく必要であります。もう一つ、新宿区

に必要な事業をつくるということで、やはりコミュニティというのは基本ですから、僕た

ちは東京全体でやっているんですが、ぜひそれを新宿区の中でも具体的に、この講座を使

っていただいて、多くの区民に使っていただき、新宿区の中でいろんなＮＰＯができるこ

とを支援していきたいと思っています。 

 以上です。 

 事務局 どうもありがとうございました。コミュニティファンド・まち未来さんのプレ
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ゼンテーションでした。質疑応答のほうよろしくお願いいたします。 

 久塚座長 質問をお願いします。 

 宇都木委員 この計画書は二つのことを、講座をやろうと書いてありますね。活動内容

の詳細を見ると、二つの講座を一つにして手続を行うということは申請書に書いてありま

すね。一つの人材育成事業にしようと……。 

 コミュニティファンド・まち未来 二つのものを一つにするというよりも、人材育成事

業というものを総合的な一般的ベイシックなものと、専門的なものの２階建てにしないと

やっぱりすべてをカバーができないんじゃないかという考え方で、二つのものを一つにし

て、二つのものでワンセットと考えるという、そういう感じです。 

 宇都木委員 そうですね、そうすると二つの講座をやろうとするんですね。 

 コミュニティファンド・まち未来 そうですね。はい。 

 宇都木委員 資金計画によると、会場は５回しか書いてないんですけれども、これでい

いんですか。 

 コミュニティファンド・まち未来 会場は基本的に、こちらの小さい会場が自前という

か、ただで使えるということがありますので、基本的にはそこを使っていきますが、例え

ばプレゼンテーションとか何か必要な事態のときには場所を借りようと思っております。 

 宇都木委員 それでは、具体的なプログラムは募集人員が決まってからということにな

ります？ 

 コミュニティファンド・まち未来 プログラムは募集人員をやる前にもちろん決めます

けれども、特にアドバンコースのほうは、どういう方たちが実際受講するのかというのに

応じて多少変えようと思っていますので、その助成に応じて多少内容が変化するというふ

うに思います。 

 宇都木委員 では、もう一つ。最後のほうに出てますね、市民社会の…、いいますと、

市民活動より市民事業になっているんですけれども、市民事業というのは具体的にどうい

うことを想定してますか。 

 コミュニティファンド・まち未来 市民事業といった場合の想定の仕方なんですが、ど

ちらもコミュニティビジネスといった場合は草の根的なボランティアベースのものではな

くて事業としてやっているものというようなことを想定しています。ですから、こういう

形で専門家のノウハウをコミュニティビジネス側が学んで、そのことを蓄積していって、

事業として地域の中で、それを目的を達成して還元していくという、そういうふうなもの
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を思っています。 

 宇都木委員 事業性を優先するわけですか。 

 コミュニティファンド・まち未来 いや、事業性を優先するんではなくて、ある程度規

模と継続性があるのは、やはりＮＰＯとかそういうふうな形で、事業性を持ったミッショ

ンといいますか、やるべき目的を持って、さらに事業性のあったものはふえる必要がある

と思うんです。もちろん、それがすべてである必要はないですし、そういう草の根の立場

も必要だろうし、そうではない一方で脆弱であるというＮＰＯとかコミュニティビジネス

等の負担等も少し伸びていく必要があるんじゃないかということです。 

 久塚座長 では、以上で、コミュニティファンド・まち未来の質問を終わります。どう

もありがとうございました。 

 事務局 どうもお疲れさまでした。（拍手） 

 それでは続きまして、実施番号７番、申請ナンバー６、非行克服支援センターさんのプ

レゼンテーションになります。よろしくお願いいたします。 

 非行克服支援センター 

 非行克服支援センターの春野すみれと申します。よろしくお願いします。座らせてお話

させてください。 

 私どもは、非行少年少女の立ち直り、非行からの克服を目指して活動している団体です。

それで２年半前にＮＰＯになりまして、この新宿区で活動してまいりました。 

 実は、私自身が我が子の非行で悩んだ経験がある母親です。そして自分の苦しみを通じ

て非行問題について、もっと幅広い人たちと一緒にやっていく必要があると思って、この

会をつくりました。今、大変ここ数日間も少年事件がありまして、いろいろと賑わせてお

りますが、本当に１人でも子どもたちを具体的に救っていきたいというふうに思って活動

しています。 

 今回申請いたしました非行少年への経験による課題活動、このボランティア育成につい

ては立ち上げ当初から計画をしておりましたけれども、大変重要と思いつつ簡単じゃない

んだなということも、この間強く感じておりまして、今回こうした講座を行うということ

を一つのテーマとしてやっていきたいというふうに思います。 

 よく非行少年少女についてはマスコミなどでいろいろ言われておりますし、それぞれも

イメージがあると思いますが、私ども、どんなことをしているのかということをちょっと

簡単に事例を上げてお話したいと思います。プライバシーを配慮して書いてありますが、
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いずれも私が相談を受けた二つの事例です。 

 一つは、少年院を退院した１８歳の少女です。この子は小さいときから、とても利口な

子で私立の中学校に優秀で入りました。ところが塾帰りにレイプされたことがきっかけに

なってうちに引きこもり、そして、やがて荒れ、１１歳から夜間外出、家出、それから男

性との交際などを繰り返しまして、ついに仲間と一緒にやった恐喝事件でつかまって少年

院に入ってました。母親はこの少女が少年院を退院する直前にこのセンターを知って相談

に来まして、初めていろんなことをお話をされて「初めてお話ができる人に会えた」とい

うことで、本当にハンカチが絞れるほど泣きました。この少女が少年院を退院後、希望で

区立中に入って勉強したということでしたが、ほかの生徒たちとも沿いませんで、だんだ

ん行かなくなりまして、また来ました。少女は母親に迷惑をかけているという思い、お金

をかけて申しわけないという思いなどがありますし、それから１年半ぶりに戻ってきた姉

について、やはり年ごろの弟が少し非行になりまして、必ずしもおうちの空気が居心地の

よい安らぎの場ではありません。 

 そういう中で、少女がセンターに一緒に母親と来たんですけれども、ぽっつりと「お姉

さんみたいな人がほしい」というふうなことをもらしました。私ども、うちの子なりが一

緒に相談乗ってきたんですけれども、大人に話したくないこととか、話せないことがいっ

ぱいあるということを感じておりました。 

 その後、最近、少女は連絡はもちろん取れてはいるんですけれども、まちのどこかで声

をかけられた男の子と家を出てしまったということがあります。こっちから話を聞いてあ

げられるような存在だったらなということを痛感しています。 

 ある少年の場合ですが、この少年は高校２年生ですけれども、入学後から性格が変わっ

てしまったということで、好きで入った部活も辞めて気力をなくし、本屋でアダルトビデ

オを万引きして警察に行ったこともありましたが、その後、クラスメートとけんかして、

相手を怪我させて退学になってしまいました。被害届が出たことで審判になって保護観察

処分ということになりました。 

 学校は辞めてしまったのでアルバイトをしながらブラブラしている感じだったんですけ

れども、この少年は高校にいる時は教師になりたいという希望がありまして、大学につい

ては、まだ希望を持っている様子でした。そこを抜けてから動き出すということは、なか

なか容易ではなくて時間が必要だなということを感じているんですが、親の方はあせって

しまって、ぶらぶらしていることについて小言ばかり言ってしまう。父親とは特に最悪の
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関係になっているということで、彼が、どうして、そういうふうに変化していったのかと

いうことなど、わからないことがたくさんありまして、やはり彼の心の傷をとかしていく

回りの存在というのがすごく必要だなということを感じています。 

 こうした中で、私たちの会では、親たちの会という母体になっている親たちのグループ

がありまして、そこはずっと活動しておりますので、もう子どもたちが立ち直った人たち

もいます。そこが、そういう人たちをすぐに相談できない理由としては、やはり複雑なさ

まざまな問題を抱えている子どもたちの相談にのるには、一定の力がどうしても必要だと

いうことがあります。それから、こうした相談というのは、とても相談員を苦しめる場合

があるわけです。ストレートにいきません。そういう中で、青年の側に対するアルバイタ

ーの存在、そういう体制ができないといけないということ。それから親の相談員と専門の

相談員が連絡し合ったり意見交換したり連携できる体制が必要というふうなことがありま

して、そうしたことが子どもから見ていて、こういう活動が大切ということを痛感してい

ます。 

 原因としてはいろいろあると思いますが、ただ一つ言えるのが、１人で悩んでいてはい

けないということだと思います。そんなことから、こうした事業を計画しました。よろし

くお願いします。 

 事務局 どうもお疲れさまでした。非行克服支援センターさんのプレゼンテーションで

した。それでは質疑応答のほう、よろしくお願いいたします。 

 久塚座長 ご質問、お願いいたします。 

 小原委員 ご説明ありがとうございました。今、紹介していただいたことはとても大事

な活動だと思うんですが、いただいている資料の中で相談対象者の人数の合計が５１４名

があるんですけれども、日常的に相談されている人数というのは、それぐらいだったので

しょうかということと。自助グループの支援活動とかも挙げられてようなんですが、どの

ぐらい利用者がいるものなのか。 

 非行克服支援センター この相談対象者のグラフは、サンライトの相談件数全体のもの

です。これは子どもからの相談でなくて、基本的にはほとんど母親からの相談が９０％ぐ

らいで、あと、父親が１０％ぐらいというふうなことです。ＮＰＯ的には、この年は医療

相談というのをやった年で、ふだんよりは少し多いですけれども、１年間２００から３０

０件くらいは通常相談があります。 

 小原委員 ありがとうございます。その方の相談を受けている方の養成ということで、
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今回は受講対象者が１０名ということがあるんですが、この人数というのは、どういう。

ちょっと少ないと思いそこを聞きたいと思ったのですが、どういった経緯で決められまし

たか。 

 非行克服支援センター 今、大人の相談員については、既に相談員として研修を行って

おりまして７０名ほどの相談員研修者がいます。今回、子どもを対象にした相談研修とい

うことで６カ月間毎月２回という時間をとれる青年たちというふうにやったときに、最後

までやっていただくことを前提としてやっていただける保障はございませんので、１０人

くらいは引き受けられたらいいなということです。もっとたくさん来てくだされば、それ

に越したことはありません。 

 久塚座長 以上で、非行克服センターへの質問を終わります。どうもありがとうござい

ました。 

 事務局 どうもお疲れさまでした。（拍手） 

 それでは、ここで休憩に入りたいと思います。今、こちらの時計で２時５０分まで休憩

したいと思います。２時５０分から再開いたしますので、よろしくお願いいたします。 

（休 憩） 

 ホロコースト教育資料センター 

 ホロコースト教育資料センターの石岡史子と申します。よろしくお願いします。ホロコ

ースト教育資料センターでは、ホロコーストをとおして命の尊さというものを伝えており

ます。特にその当時殺された東欧世界の子どもたち、１５０万人と言われているこの子ど

もたちの姿を通して、現代を生きている子どもたちに１人の命の尊さということ、また人

を思いやる、その人のいたみを想像することができるような、そんな寛容な心を育んでほ

しい、そういうことを願って、普及活動に取り組んでおります。 

 主な活動としては、全国の学校を対象としたこのような訪問事業でありますとか、また

展示パネルの貸し出しなどを行っています。 

 私どものこの活動の中から、この１冊の本があります。この「ハンナのかばん」という

物語が生まれました。これがほんの２００２年に出版された本なのですが、実は、この主

人公は、本の表紙にもありますハンナという、もう６０年も前に殺された１人の少女なん

ですけれども、実は、この本の中に現代、６０年たった今を生きている日本の子どもたち

が登場します。この６０年前生きていた少女と日本の今の子どもたちを結びつけてくれた

のが、この「ハンナのかばん」という当時の展示品の一つなんですが、たまたま私どもの
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がこの新宿区に開設していました小さな資料センターに展示品として届いた、このような

かばんです。 

 顔も家族も出身地も何もわからない少女でしたが、展示を始めてみたところ、たくさん

の小・中・高校生がこの展示を見に来てくれまして、私たちが想像を超える関心を持って

見てくれました。この子どもたちから、「ハンナって誰だろう」「どんな子どもだったんだ

ろう」、そんな疑問の声が次々と上がりまして、中には絵をかいたり、詩を書いたりする子

どもたちも出て来ました。 

 そこで私たちの資料センターでちょっと調べてみましたところ、この少女には３歳年上

のお兄さんがいらして、そしてそのお兄さんは奇跡的に１６歳で、ホロコーストを生き延

びて、現在もカナダで元気で暮らしていらっしゃるということがわかりました。この子ど

もたちが、また中心となりまして手紙を書きましたところ、このお兄さんジョージ・ブレ

イディ氏から手紙とともに、この少女の写真が届きました。このお兄さんとの思いがけな

い出会いから、この一つの失われた命、この少女の１３年間の生涯が生き生きと子どもた

ちの前によみがえってきました。お兄さんは２００１年には来日もしてくださいました。

これまでは非常に、家族でただ１人生き延びた、妹を守れなかったという、そのような苦

しみを抱えていらっしゃいましたが、妹のことを知りたいということを訴えてくれている

子どもたちの表情をみて、お兄さんが少しずつ心を開いてくださり、そして現在なおも、

まだこの交流が続いています。 

 この物語は、本はそのようなところで終わっているんですが、実はこの後、私たちも想

像もしない展開になりまして、現在、この本が３０カ国で出版をされまして、今カナダの

小学生から高校生まで子どもたちが、ある学校では「ハンナのかばん」プロジェクトを立

ち上げたり、また歌をつくったり、詩をつくったりすることで仲間たちと、このハンナか

らのメッセージを共有したいという、そんな子どもたちの声が広がっています。 

 昨年は私もアメリカのニューヨークやハワイなどへ、この学校なども訪問する機会をい

ただき、ユダヤ人だけではなく、全人類共通するテーマとして国も人種も宗教も超えて、

この子どもたちがみんな、このハンナという１人の命に思いをかけて、そして平和のため

に今何ができるだろう、そんなことを考えてくれています。イタリアからは、やはりこの

ような手紙を届いて、先日は東京の新宿区で、ちょっと小さな子どもたちの集いを開きま

して、みんなで返事を書いたりといった交流もしています。 

 中には演劇に取り組んでくれたり、この子どもたちが、このハンナの運命を知ったこと
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によって、一番私たちも励まされる反応というのが、仲間に伝えていきたい、そんな声を

たくさん寄せてくれています。ですので、今回申請させていただきました助成金を、もし

いただくことができましたら、来年３月に向けて、新宿区で小さな集いではありますが、

子どもたちに参加を呼びかけまして、そして、これまで各地で、いろんな劇の取り組みを

したり、「ハンナのかばん」プロジェクトという海外の離れた子どもたちのプロジェクトも

紹介したり、子どもたちが、この物語を通して考えたことを仲間に伝えたいこと、そうい

うことを発信するような場として、フォーラムをぜひ開催したいと考えています。そして

また、そのフォーラムのまとめとして、子どもたちの声を集めました報告集というのもぜ

ひ作成したいというふうに考えております。 

 ご拝聴いただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 事務局 どうもお疲れさまでした。ホロコースト教育資料センターのプレゼンテーショ

ンでした。それでは質疑応答のほう、よろしくお願いいたします。 

 久塚座長 質問をお願いします。 

 宇都木委員 ありがとうございました。この申請書によりますと、３月に市民による新

宿区平和派遣の会と新宿区との共催で何か外郭が書いてありますが、この新宿区平和派遣

の会とあなたたちの関係というのは、どういう関係ですか。 

 ホロコースト教育資料センター それはですね、私たちが数年前まで新宿区の大京町に

開設していました小さな資料館に、この派遣の会のメンバーの方お１人が、たまたま展示

を見に来てくださいました。「ハンナのかばん」のことをご紹介していましたところ、その

女性の方が、「いつかぜひ新宿区の子どもたちにも、そういうふうな機会があればいいな」

ということを言ってくださいました。そして、その２年後、新宿区の男女共同参画青少年

平和課の方からお電話をいただきまして、このたび、平和派遣の会の皆さんと、このよう

な協議会を共催するので話しに来てくれないかということを、そういうようなお話をいた

だきました。その２年前のその女性の方が、たまたまその平和派遣のメンバーで、それで

２年後に実現いたしました。 

 宇都木委員 わかりました。 

 それから、もう一つ聞かせてください。新宿区にこの運動を広めていくには、今後どう

いうことをやっていこうとしていますか。 

 ホロコースト教育資料センター 正直なことを申し上げまして、実はこれまで全国の学

校を対象にお話をさせていただいてきましたが、新宿区では、まだ学校訪問ということも、
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これまでありませんでしたので、ぜひこれを私たちがいただくことができましたら、この

こどもミニフォーラムをきっかけに、このファーラム開催に当たっては、ぜひ新宿区の子

どもたちを中心に参加を呼びかけたいと思っていますし、また報告書を作成したものは、

ぜひ新宿区内の学校の先生方に配布をさせていただいて、理解を広げていくことができな

いかと考えています。 

 久塚座長 時間がきましたので、以上で、ホロコースト教育資料センターの質問を終わ

ります。どうもありがとうございました。 

 事務局 どうもお疲れさまでした。（拍手） 

 それでは続きまして、実施順番９番、申請ナンバー１１、地球野外塾さんのプレゼンテ

ーションをお願いしたいと思います。それでは、よろしくお願いいたします。 

 地球野外塾 

 初めまして、地球野外塾の海老沢と申します。 

 ＮＰＯ法人地球野外塾は任意団体時代から含めますと三十数年以上の活動になります。

当初は子どもを中心に野外活動体験を提供してまいりましたけれども、昨年ＮＰＯに認定

されまして、今後は大きく、バリアフリー、それから高齢者も含めた野外体験事業を展開

してまいりたいと思っていまして、会にとっては非常に大きな転換期を迎えております。 

 それで今回、新宿区のほうのＮＰＯ助成金申請事業には、私どもは農業福祉体験事業と

いうものを提案させていただきました。農業福祉体験というのは、なかなか皆様、お耳に

されたことも少ないと思います。実際私がインターネットで調べた限りでも、なかなかヒ

ットしてこないのが実情です。私どもが考えている農業福祉体験事業というのは、高齢者

が、今回の農業福祉体験事業の受益者は、私どもは区内の高齢者の方々を見込んでいます

けれども、そうした高齢者が農業・酪農体験事業を体験すると、生き生きしてくるという

ことがありまして、その中でも特に、みずから採ったものを自分で料理して、それをまた

さらに自分で食べてみるという、こういう一連の流れの中で、人間の根源的な力と喜びを

を体感できると。何かみずから採ったものをということは、とりもなおさず季節感という

ものが非常に影響していることですね。その時に採れたものを食べるということが、人間

にとって非常に根源的なパワーのもとになっていると考えております。それで、こうした

農業体験を通して五感が刺激されて、心身が活性化すると考えています。 

 実例では、新宿からも京王線で１本で行ける日野市という所なんですが、日野でブルー

ベリー農園をされている農家の方から聞いた話で、初めはよぼよぼだったおばあさんが、
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ブルーベリーをつむ時には、鉢を貸してくれという話だったらしいんですね。農家の方で

すから、そんなハチを貸しても、そのハチが逆に扱うのも大変で心配されたらしいんです

けれども、実際に、最後の集めたそのハチいっぱいにブルーベリーをとって、最後は介護

の方もつけずに、元気にバスに乗られて帰られたという実例をお聞きしました。 

 起案の経緯としては、こういう実例を聞く前に、新宿区との協働作業で行われました、

昨年１２月に行われました「そば打ち教室」や、あとは私どもがお付き合いがある区内の

老人会とのお話で、「農業を体験してみたい」、それから「収穫物で料理してみたい」、「年

中行事がなくなって寂しい」などの声が寄せられたと。そこで、その後お話を聞いてみた

ところ、話がまとまったということです。 

 当事業の目標とするところが、リタイア後の人たちに居場所を提供したいと。これは特

に老人会や、あとは青年会はそのままでいいんですけれども、そうしたところにサラリー

マンを退職して入っていくのは非常に困難だという実情があるんですね。こういう方々の

居場所を提供するということですね。もう一つは、先ほどお話したように、そもそも農業

体験ということ自体が五感を刺激して、生き生きしてくるということがあるので、高齢者

の健康の増進に寄与すると。 

 もう一つは一番大事なことなんですけれども、そうした参加した方々の中で、さらにコ

ミュニケーションを深めていただいて、新たな自分たちの自発的な活動を私どもでサポー

トさせていただくということです。イメージ図では、まず地球野外塾がこれから行う、あ

とでご説明する四つのイベントで参加していただく方、これは初めは個人個人、知り合い

ではない方です。これが、ここのイベントの中で互いにお知り合いになって、同じ在住エ

リアに同じ志向をともなった方々がいるということで、コミュニケーションができるとい

うことです。さらには、イベントに参加してくれた人たち有志がボランティア事業に育っ

ていくように、私どもも地球野外塾でサポートして、活動の場を提供します。そこで、ま

たこの中から有志の人が、さらにいる人たちと連携して新たな活動の場が広がると。 

 こうしたボランティアリーダーの育成目標は当初、今年度、全部で今度の受益者１２０

名を見越しているんですけれども、その内の５％を想定していて、それで６名様を育成し

たいというふうに目標にしております。 

 当事業の行事予定ですが、７月２０日、搾乳体験と乳製品を使う昼食づくり体験、それ

から１２月はわら細工体験で年越しの準備。来年２月、手積みで採る七草がゆ体験。それ

から４月には、いちごジャムとピザ作り体験。こういうものは例外的に自分で何かを採っ
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て食べるというものではないんですけれども、時期的に冬で、なかなか物はとれないとい

うことがあって、こうした設定にしております。お気づきの方もいらっしゃるかもしれま

せんが、すべて平日にしてあるのは、高齢者がそれぞれ、ご家族のイベントに影響がでる

ことなく、居場所がないという平日にできるようにと想定しております。 

 以上です。 

 ＮＰＯ法人地球野外塾は、今後もこうしたイベントを通して人づくり、まちづくり、環

境づくりを推進していくことを目的としていきます。よろしくお願い申し上げます。 

 事務局 どうもお疲れさまでした。地球野外塾さんのプレゼンテーションでした。それ

では質疑応答のほう、よろしくお願いいたします。 

 久塚座長 質問をお願いします。 

 小原委員 説明ありがとうございました。今回、提案された事業は子どもが参加しても

楽しそうな内容なんですけれども、日常の活動は子どもさんこれまでものすごくやってい

らっしゃって、今回あえて高齢者を対象としたのは、それほどニーズがあって効果もある

ということだったんですけれども、特にニーズは、子どもよりも高齢者が少ないとか、あ

えて高齢者を対象にした、もうちょっと理由がほかにはありましたら、お話しください。 

 地球野外塾 そうですね。一つは、先ほどご説明したように、会がこれから発展する上

で転換期になっているということで、最終的には子どもに利益があるようにとは考えてい

るんですが、いわゆるおじいちゃん、おばあちゃん、という言い方は正しくないな。シニ

ア層から高齢者層がきちんとした、そういう自主的な活動をすることによって、最終的に

は子どもに利益がいくと思っているんですね。ですから直接的な子どもへの今までの活動

方針をもうちょっと広げて、周りからきちんとした基盤づくりをしていこうというのが、

今回のねらいのうちの一つでもあります。 

 小原委員 ありがとうございます。それとあと、高齢者３０人を対象にした野外体験事

業に、臨時スタッフが４～５名というふうになっているんですけれども、これは十分とい

うふうにお考えなんでしょうか。 

 地球野外塾 ええ、そうですね。現地スタッフが…。主スタッフが１人です。それから

あとはエコスタッフが１名、あと私ども、スタッフが２人で計４名から５名ぐらいの体制

なんですけれども、基本的にはこれで十分というふうに考えております。それであとは一

番心配なのが高齢者がご体調を崩されたりとかということを心配しているんですけれども、

その辺は保険をかけてバックアップするようにしております。 
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 小原委員 あと広報手段をどういうふうに考えているか。 

 地球野外塾 広報手段は、現在プロトタイプでお持ちしたんですけれども、こういった

チラシを今つくっておりまして、こうしたチラシを中心に老人会ですとか、あと老人会と

は離れてしまうことは懸念しております。老人会の中に私どもは受益対象としているシニ

ア以上の方々が含まれてないことが考えられるので、地域で地域活動をされている方々を

鋭意探して、その方々と一緒に広報して回るように。なおかつ新宿区の区報ですとか、あ

とはホームページなどもご協力をお願いすることにしております。 

 小原委員 ありがとうございました。 

 久塚座長 では、以上で、地球野外塾への質問を終わります。どうもありがとうござい

ました。 

 地球野外塾 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

 事務局 どうもお疲れさまでした。（拍手） 

 それでは、続きまして実施順番１０番、申請ナンバー７、水俣フォーラムさんのプレゼ

ンテーションを依頼したいと思います。それでは、よろしくお願いいたします。 

 水俣フォーラム 

 水俣フォーラムの事務局の職員をやっております服部と申します。きょうは「環境教育

を担う人材を育成するための研修の実施」という事業で、プレゼンテーションをさせてい

ただきたいというふうに思います。 

 初めに、私ども水俣フォーラムというのは、なぜ、この水俣というのを、もう過去の話

なんですけれどもやっているかと。来年で公式発見から５０年というふうになります。た

だ、実際には私たちの生活にかなり密接に結びついているんじゃないか。私たちは、まだ

水俣の経験というのを十分に自分たちのものとしていないんじゃないか。そういう思いが

あってこういう活動をしています。公害の原点と言われますし、環境汚染の象徴というふ

うに言う方もいらっしゃいます。 

 それで、実際には去年になりますけれども、また裁判の判決が出て以降、さらに新たに

２，０００人以上の方が水俣病の申請をするということで、私たちも予想もしていなかっ

たような動きなんかもあり、現在も続いていること。それから過去の問題として大事にし

なければいけないこと、いろいろの問題が詰まっているんじゃないかというふうに思って

います。 

 私どもは、各地での展覧会や講演会などを通じて、水俣を通して自分たちの生き方や社
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会、そういったものを説いて回りたいというふうに思って活動しているんですけれども、

これまでの、主に展覧会ですけれども、各地で１５カ所、これまでやってまいりましたけ

れども、そういった会場のボランティアスタッフというのは必ず広報でボランティアを募

集してやるわけです。どの地域でも、きちんと広報さえすれば、その地域地域に、人口な

どにもよりますけれども、５０名だったり、大きな都市では１００名以上の方が会場にス

タッフとしてボランティアをやってくださるという状況があります。 

 それで、今回私どもの考えたのは教員の方や、それからこれまで実際に水俣展をごらん

になった方、あるいは私たちは直接呼びかけられる方はもちろんのこと、区の広報の体制

にもご協力いただきながら、私たちは新宿区で広く一般に呼びかけまして、教員の方、そ

れから一般の方を対象にして環境教育、といっても総合的な環境教育を私どもできません

から、水俣病を通しての環境教育ということになりますけれども、それを担うための人材

を育成する講座を４回程度実施して、その方たちと一緒に今後こういった活動をやってい

けないかというふうに考えました。 

 もともと展覧会をやっておりましたのも各種学校の先生ですとか、団体見学で来ていた

だいたりですとか、それからボランティアスタッフの中では、私たちは自分たちスタッフ

だけで現地説明なんかをやっていたんですけれども、ここ最近は、なるべくそういった現

地説明なんかも、一般のボランティアの方を、やはり４回程度研修を実施しまして、定期

的にボランティアに来ていただくというようなこともありまして、こういったことは、実

は需要がかなりあるのではないか、そういうふうに思っています。今も学校の先生が、授

業の中でどういうふうに扱おうかということを直接来訪されたり、メールで相談がきたり、

それから生徒さん自身が、私たちの事務所のほうへ問い合わせてきたり直接訪ねて来たり

ということもあります。 

 それで実際に４回もあって、講座の内容なんですけれども、２回が主にレクチャーとい

う形で私たちスタッフや、それから実際に水俣病の患者さん、それから水俣病にかかわっ

てきた人たちの話を聞いて表現する、そういう場としたいと思っております。残りの２回

は、実際に受けた人たちが逆に発信する側としての、模擬授業といいますか、そういうよ

うなことを考えています。 

 ただ４回の研修で十分かというと、それは全然考えておりませんで、展示説明のボラン

ティアを展覧会でやるときも、実際その方たちの年間２０２ページくらいにわたるものを

お渡しして、それぞれの方が自分で勉強する時間をしていただかないと、とてもその集ま
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ったときだけでは十分なことにはならないというふうに私たちは思っているものですから、

それは自分自身、ご自身でそれぞれがやっていただけるような資料というのはお渡しして、

それはそれぞれの方にやっていただくということを通して、そういう自習の時間とみんな

が集まったときの時間というものをあわせながら、この４回の講座というのを構成してい

きたいというふうに考えております。 

 広報に関しては、結局私たちが呼びかけられる、近くに住んでいらっしゃる方には直接

ご案内をします。それから、区の区報ですとか新聞・雑誌、そういったメディアを利用し

て広くこの講座を知らせていきたい。あとホームページ、私どものホームページに告知す

ることですとか、メーリングリストなんかも利用して広くこういった活動を呼びかけたい

と思ってます。 

 それから、実際には、こういった活動そのものをつくり上げることに目標を持っていら

っしゃる方もいらっしゃるようですから、その方たちにはなるべく運営の段階から入って

いただくというようなことも考えています。そうすることによって、講座に出席する以上

の、つくるほうの部分のニーズがある方がいらっしゃいますので、それにこたえられるん

じゃないかというふうに思ってます。 

 以上で終わります。 

 事務局 どうもお疲れさまでした。水俣フォーラムさん、プレゼンテーションでした。

それでは、引き続き質疑応答のほう、よろしくお願いいたします。 

 久塚座長 質問をお願いします。 

 小原委員 こちらの会というか、ＮＰＯが水俣病についての教育というか、そういう環

境教育とかの周知という部分は書いてあるんですけれども、被害者救済とか、そういうも

のはやってらっしゃるということですか。 

 水俣フォーラム 被害者支援というのは、今、全然やっていません。直接的に、例えば

裁判を支援するですとか、活動としてはやっていません。ただ人によっては、そういう支

援活動、裁判ですとか、そういうものを、これまでやってきた人もいますし、今やってい

る人も受け入れます。 

 小原委員 それから、水俣病を通した環境教育を担う人材ということで、一般的な環境

教育の部分は、どのくらいの割合で触れる予定でしょうか。 

 水俣フォーラム 一般的な教育、例えば私たちが環境教育、二酸化炭素の増加ですとか

地球温暖化のことなんかを言えるかというと、それは全然言えませんものですから、水俣
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病を学んでいく中で、例えば工場排水に含まれていた、それは一体企業だけが悪いのか、

だれか止められなかったのかという問題がありますし、１回流されてしまった有毒物質と

いうのは一体どうすればいいのか。そういったことなんかは、水俣病事件の中で考える材

料としてはかなり、それは産業廃棄物といってもいいのかもしれないんですけれども、い

ろいろな問題が詰まっていると思いますので、私たちは水俣病のことしか言えないもので

すから、ほかの何か題材を出すということは考えていません。 

 小原委員 それから、参加者は、それも大事なところで、３０人くらいを見込んでいら

っしゃるということですね。学校の教員とか、そういう方ですね。その周知の方法とか、

広報関係だとかどうするんですか。 

 水俣フォーラム これは区のほうにちょっとご相談をしたんですけれども、区内の小・

中学校等にはご案内という形で協力をいただけるのではないかということを考えておりま

す。それから、私たちが直接呼びかける際には、もちろん一般の人でもいいですし、教員

の方でも、こういうことを身近な人にお伝えくださいというお願いなどは、もちろんやる

つもりです。 

 小原委員 ありがとうございました。 

 久塚座長 では、以上で水俣フォーラムさんを終わりたいと思います。 

 水俣フォーラム どうもありがとうございました。 

 事務局 どうもお疲れさまでした。（拍手） 

 それでは、続きまして、実施順番１１番、申請ナンバー１４、ＷＩＮＧ２１さんのプレ

ゼンテーションをお願いしたいと思います。それでは、よろしくお願いします。 

ＷＩＮＧ２１ 

 私たちは、働く女性、働きたい女性のキャリア開発、ネットワークというものをと思っ

て活動しているＷＩＮＧ２１と申します。よろしくお願いします。 

 このたび、申請させていただいた事業ですが、これは「女性のための就労支援ＩＴ講座」

という名前で行おうとしています。 

 さっそく中に入ってきます。今回の事業で対象とする方たちはＤＶ当事者の方、シング

ルマザーの方、ほかにも周辺の方がいらっしゃいますが、その方たちが自立を目指すため

に、就労につかなければいけないので、そういう女性たちの支援をするという内容です。 

 目的ですが、これは今話しちゃいましたけれど、実際の就職活動に必要なスキルを習得

して、それぞれにふさわしい就労を果たす。これが目的になっています。 
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 どんな講座の内容かといいますと、これを詳しく説明したいと思うんですが、１日４時

間から６時間の、全部で２６時間かけて、５日間で行うコースです。これを一応１１月ご

ろと１月ごろということで２回実施を考えております。 

 ５日間のその予定ですが、１日目にはＶＰＩ職業興味検査という、これは厚生労働省の

標準の検査ですが、これを行って、それぞれの自分がどういう仕事に向いているのかとい

うことを自己分析していただいて、ツールとして活用して、そういうことから始めます。

それで、実際に応募するときに必要になってくる履歴書・職務経歴書の書き方や何かをグ

ループワークで行います。これには書類の書き方のノウハウみたいなものだけでなくて、

自分自身の過去を分析して、どういうものが職業として使えるのかということを理解して

いただくためのものが含まれております。 

 ２日目ですが、これは基本的なＰＣ操作を入れております。就職活動にはパソコンが今

必須なんですが、そのＤＶ当事者の方にしろシングルマザーの人にしろ、やはり元夫が主

導権を握っていて、パソコンには触らせてもらえなかったという方が圧倒的に多いので、

使えないんですね。それでＰＣ操作の基本的なことも習っていただかないと、先に進めま

せんので、その辺のことも内容に盛り込んでいます。それと並行して個人個人いろいろな

悩みを抱えていたり、問題を抱えていますので、キャリアカウンセリングも同時並行で行

っていきます。 

 ３日目ですが、インターネットの基本ですね。これはインターネットを使って実際の求

人の検索というのをやらなければならないので、操作の基本をマスターしてもらって、検

索の具体的な見方を学んでいただきます。 

 ４日目ですけれども、就職活動の疑問難問Ｑ＆Ａと書いてありますが、実際自分が求職

活動するに当たって、いろいろな問題が出てくるんですが、その問題、悩みを超えられな

いで、先に進めない方が圧倒的に多いものですから、そういう時間を設けております。そ

の後に書いてある、応募書類の作成と求人検索というのは、これは５日目のほうにも書い

ていますが、これは自分で実際にやってみて、わからない部分があったら支援者たちのア

ドバイスを受けながら、完成までこぎつける。あとで、自分自身が応募する、先を見つけ

るまで自分でやってもらうということの基本になっていますので、支援者は、ここをうま

くフォローするように案内していきます。 

 ５日目の面接のロールプレイですが、これは頭の中だけで考えているだけでは実際に会

社に面接に行ったときに、自分自身が表現できない方が圧倒的に多いものですから、シュ
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ミレーション的にやっていただいて、自分が何をクリアしなければならないかということ

をしっかり考えていただく機会にしたいと思っています。 

 こちらの受講料ですが３，０００円で、テキストとか実費があります。実費で、検査用

具も有料のものを購入して使いますので、それを含めて３，０００円ということになって

います。 

 実施する講座の特徴ですけれども、一番最初に書いてある、長年ハローワークに勤務し

たときのノウハウを提供と書いてあります。これ、私なんですけれども、ハローワークに

２５年間勤務していまして、実際にそういう若年の就労支援というものに、特に自分では

力を入れてきましたので、これのノウハウを惜しみなく提供して、実際の就労に結びつけ

ていきたいということで行っております。 

 それから、２番目に、産業カウンセラーのかわりのカウンセリングを行うと書いてあり

ますが、これは私たちの設立メンバーは元々産業カウンセラーの有資格者たちで設立した

ものですから、その人たちがカウンセリングを行って、いろいろな悩みの相談にこたえて

くれるというところがポイントかなというふうに考えています。 

 ３番目に、一般的なＰＣ操作と異なり学んだことを即活用と書いてありますが、講座で

一般的なことを学んでいただいても実際会社に入ったときに疑問点が出たときに、それを

どうやって解決するのかということができていない方が圧倒的に多いんですね。いかに職

場に入っていって、新参者として入っていって、つまづいたとき、どういうふうに、どん

なように、例えば聞いてみるとか、そういう具体的な活動のノウハウみたいなものをちゃ

んと身につけていただかなければいけませんので、そういうことも含めて学んでいただき

ます。実際に、先ほど講座の中で説明したように求人の話し方とか、応募書類をつくると

きにも、ワードを使ってつくったりとかするんですが、そういうことをただ単に学んだだ

けでなくて、作品みたいに書類をつくって実際に活用するところまでやりますので、実践

的にやるんですね。 

 ５番目は、パソコンスキルの学習ではボランティア、区民の方が参加してお手伝いして

いただけるので、その辺でもしているということになっております。 

 最後に、就労をしたからといって終わりではなくて、その後ＷＩＮＧ２１が、働いてい

る女性の地位のためのいろんなプログラムを展開してますので、そういう方にも入ってい

ただくことができて、いろいろな愚痴を聞いてもらったり、そういったこともできるよう

になっています。 

 37



 期待される成果ですが、この就労に直結したスキルを身につくこと。それから精神的に

非常にＰＴＳＤみたいな状態の人もいますし、いろんな面で落ち込んでいる人たちが多い

ので、その方たちが元気になって自分の生きるエネルギーを取り戻そうという意味で、元

気回復と書いてあるんですが、そういうメリットもあります。それぞれにふさわしい生き

方で就労をさせるということができます。 

 最後に、これちょっと丸い字で書いてありますが、結果的には生活保護世帯の減少に多

少なりとも貢献できるのかなというふうに考えています。 

 どうもご清聴ありがとうございました。よろしくお願いします。 

 事務局 どうもお疲れさまでした。ＷＩＮＧ２１のプレゼンテーションでした。それで

は質疑応答のほう、よろしくお願いいたします。 

 久塚座長 質疑お願いします。 

 鈴木委員 ドメスティック・バイオレンスの被害者の方、シングルマザーの方たち、そ

ういう方たちの就労の支援ということなんだけれども、そういった方々に参加者してもら

うために、どんなふうに広報いただいて、そういった方たちがそういう講座があるという

情報にどうやったらアクセスできるのか、その当たりをちょっとお願いします。 

 ＷＩＮＧ２１ いろいろと生活支援施設の方から、そういうご案内がほしいというニー

ズも聞いていまして、ちょっといくつか団体がありまして、そちらに送るというのも、全

く新規の方はまずそういうルートがありますし、それから私自身が女性の再就職支援とい

うことで、仙台やあちこち、ちょっと地方もあるんですけれども、そういうところにお伺

いして、シングルマザーの方向けのものが結構多いんですが、その中には、このＤＶ被害

の方が相当数含まれているんです。そういうことで実際に個人個人にルートができるので、

そこで広報のこともできます、周知ができます。ほかにも各区に男女平等推進センターと

か、東京ウィメンズプラザとか、そういう女性支援団体、あと東京都母子福祉協会という

のがあるんですが、そこを通じても情報を伝えておりますので、区内個人個人にアクセス

するような形で情報が行くようになっています。 

 鈴木委員 改めて、このＷＩＮＧ２１さんの講座を受けていただいて就労に結びつけて

いくということなんですが、これは実際ＷＩＮＧ２１さんで講座を実施されてきたなかで、

どのくらいの受講生の方いらっしゃって、どのくらい就労できているのか、そのあたりを

教えていただけますでしょうか。 

 ＷＩＮＧ２１ まだ正確に１年たってないんですが、去年の７月からで、この７月で１
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年になるんですが、延べ数で２５３名の方。ですから重複していらっしゃる方がいるんで、

その方たちが受講されているんですね。その中で実際に仕事についているけれども、今後

の退職に備えてという方たちも含まれていますので、全部が実際就職したいとかというこ

とじゃないんですが、今年の春ごろに、こちらのほうで確認しているだけでは、１５名の

講座の方が就労いたしまして、今月末で一応終わりますので、来月になったら全体に追跡

調査をする予定でいます。なかなか報告してくださらない方も多いので、ちょっとちゃん

と調査しないと正確な数はわからないんですが、希望する方、８割ぐらいは大体うまくい

くのかなというふうに思っています。 

 久塚座長 では、以上でＷＩＮＧ２１への質問を終わりたいと思います。 

 ＷＩＮＧ２１ どうもありがとうございました。 

 事務局 どうもお疲れさまでした。（拍手） 

 それでは、続きまして、実施順番１２、申請ナンバー１２、四谷伝統芸能振興会さんの

プレゼンテーションをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 四谷伝統芸能振興会 

 こんにちは。特定非営利活動法人四谷伝統芸能振興会の安部といいます。私どもは、地

域における伝統芸能普及振興活動として車力寄席という寄席を開設、運営しております。

現在、落語というのは落語協会、落語芸術協会、立川流、円楽党の４団体。講談が、講談

協会、日本講談協会の２団体によって運営されておりますけれども、上席、俗に言う寄席

ですね、というところでは異なる団体の人たちが運営しているということはありません。

我々がやっている車力寄席というのは、そういう流派、協会、団体の壁を超えて、いろん

な方々ごちゃ混ぜにということですか、活躍できる、切磋琢磨の場所として貴重な寄席で

あると思っております。 

 年に大体３０回から４０回ほど車力寄席という地域の寄席をやっているんですが、特に

出演した芸人さんの中で年に１回、四谷区民ホールで、グランドチャンピオン大会という

のを開催しています。今まで２回やりました。なかなか盛況であったと思います。 

 協働推進基金助成金の助成事業として、このグランドチャンピオン大会をやると、ステ

ップアップが幾つか目指せると思います。入場料は今まで２，０００円だったんですが、

それを１，５００円に。あと高齢者の方、６０歳以上の方ですか、を５００円にすること

ができると思います。中学生のまでの子どもさん方を無料で入場していただきたい、とい

うことを目指しております。 
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 チャンピオン大会が終わった後、撮影したＶＴＲをビデオですとか、ＤＶＤに直しまし

て、都内の学校に日本語の教材、文化の教材というような形で配布できればと考えており

ます。 

 こういうことをやることによって、普段生活であまり接することがない、こういう伝統

芸能ですとか、江戸の文化ですとか、そういうものに親しむ機会を、より身近にしていた

だく。簡単に言うと入場料が安ければ来られるんじゃないかという感じです。それと、学

校へＶＴＲですとかＤＶＤで子どもが見ることによって、文化教養の高揚をお手伝いする

ことができるんじゃないかと考える次第です。 

 最後に、今年のこのグランドチャンピオン大会、新宿区の教育委員会の後援をいただく

ことができましたので報告いたします。 

 以上です。 

 事務局 どうもお疲れさまでした。四谷伝統芸能振興会さんからのプレゼンテーション

でした。それでは、質疑応答のほうよろしくお願いいたします。 

 久塚座長 質問をお願いします。 

 宇都木委員 どうなんですか。今、お伺いしていますと、私たちが思っていたのとちょ

っとニュアンスが違ったですね。これはプロの養成ですね。プロの落語家とか、そういう

人たちを養成して、その人たちが伝統文化を継承していくと、こういうふうにとるんです

が、その辺ちょっと。 

 四谷伝統芸能振興会 文化伝統の継承というのは、生業として芸人が、職業で成り立た

なかったら、成り立たないということから考えておりますので、自分たちが素人が、そう

いうものを学ぶということは一切考えておりません。 

 宇都木委員 私たちが、これを見せてもらったときに伝統文化とこう聞いたものですか

ら、それでは、どっかの神社に新宿にたくさん神社にあるお神楽だとか、いわゆる一般的

な町場の市民の伝統文化を守るのかなと思ったんですが、ちょっとこれは。こういう方法

であっても……。つまり、これは、とにかく市民活動の助成金なものですから、なかなか

わかりにくいと思うんです、一般的には。だから、どっかの……割引券を買ってもらって

皆さんに配るのと同じことになっちゃうんですね、表向きは。現象的に言えば、安くすれ

ば人がいっぱい入るだろうという、そのために支援しようという、そういう発想に見える

ものですから。 

 四谷伝統芸能振興会 逆に、私たちから見ればお年寄りには１，５００円の補助が区か
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ら出るという形になりますよね。 

 宇都木委員 それが一つとね。もう一つ、皆さんのところのＮＰＯで、この活動の予算

からいくと、予定したほどの人が入らないと、これ会から補てんするということなんでし

ょう。 

 四谷伝統芸能振興会 そうでございます。 

 宇都木委員 年間予算５，０００万円ですよね。 

 四谷伝統芸能振興会 はい。 

 宇都木委員 赤字なっちゃうんじゃないか。 

 四谷伝統芸能振興会 赤字です。必ず毎年赤字です。 

 宇都木委員 それは結局、どこが支えるんですか、その赤字は。 

 四谷伝統芸能振興会 自分たち役員が立てかえていたものが、いつかは回っていくよう

になります。補助がなければ。 

 宇都木委員 ああ、なるほど、はい、わかりました。 

 久塚座長 では、以上で四谷伝統芸能振興会さんへの質問を終わりたいと思います。 

 事務局 どうもお疲れさまでした。（拍手） 

 それでは、続きまして、実施順番１３番、申請ナンバー１、日本スタビライゼーション

協会さんのプレゼンテーションになります。よろしくお願いします。 

 日本スタビライゼーション協会 

 日本スタビライゼーション協会の安斉と申します。よろしくお願いいたします。 

 では早速、「健康・スポーツにかかわる情報サービスの提供及び講習会の開催等」という

ことで始めさせていただきます。 

 まず、当局の名称にもなっておりますスタビライゼーション・トレーニングとは、とい

うことで、皆さんトレーニングといいますと大きな筋肉を鍛えるトレーニングですね、こ

ちらのほうを思われると思いますが、私どものやっているトレーニングは中の筋肉、四肢

の筋肉、小さな筋肉、そういうものを鍛えましてバランス能力、リカバリー能力とか、そ

ういう怪我防止、体力向上を図る運動法を行っております。 

 そのスタビライゼーションというのは、どちらから来たかといいますと、ドイツなんで

すが医療体操というものがありまして、そちらがもとになって、こちらのほう、日本のほ

うに流れてきました。そのものは当協会のほうが独自に調査、研究しましてオリジナルな

もの、日本人に合ったものにしまして紹介させていただいております。 
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 それで当協会のやる活動ですが、お手元のほうにも資料いくつかあると思うんですが、

日本にとどまらず世界のほうでもやらせていただいております。あと、今回の活動内容に

もありますが、講習会・講演会の開催で子どもの基礎体力やダンス能力の向上、また高齢

者の転倒予防のプログラムや作成ですね、あと講習会などを行っていきたいと思っており

ます。 

 今回、当協会では、対象は子どもから高齢者またはプロ選手から普通の一般のスポーツ

選手、またリハビリテーションといったさまざまなものがあるんですが、今回は社会問題

にもなっています、この二つの年代です。子ども用と高齢者、こちらのほうをメーンに行

っていきたいと思っております。 

 どのような講習会を行うかと申しますと、まずスタビライゼーション・トレーニング、

コーディネーション・トレーニング、バランス・トレーニングとこちらに三つ表示してご

ざいますがございますが、次の写真をごらんください。まず、スタビライゼーション・ト

レーニングといいまして、道具を使わないで簡単に行われるトレーニングになっておりま

す。お子さまでも、このように簡単にできるような上向きの姿勢ですね。あと次の写真、

下向きの姿勢だったりとか、このような形で行いまして、怪我なく簡単に家庭でもできる

ようなトレーニングになっております。 

 次は、コーディネーションのトレーニングといいまして、こういう物を使って、この黄

色い乗り物はロニーというんですが、こちらの乗り物に乗りまして、自分がはねたりして

バランスが崩れたのをどうするか、体が戻るか。どのように体を使えばいいか、そういう

ふうなトレーニングになっております。 

 こちらがバランスボールのトレーニングで、お互いに背中に挟みまして、しゃがんだり

横になったりして、ボールを落とさないようにコーディネーションするということです。

こちらは簡単な片足立ちになって、バランスを整えるトレーニング。このようなトレーニ

ングを行っていきたいと思っています。 

 こちら、高齢者を対象とした、千葉県いきいき大学という高齢者が集まった団体なんで

すが、こちらのほうでも、このように体育館のほうでやっておりますが、高齢者を対象に

したトレーニングを行っております。 

 ではなぜ、今回子どもと高齢者をクローズアップしまして講習を行うかと申しますと、

皆さんご存じかもしれませんが、現在少子化や都市化によりまして外で遊ぶ機会減りまし

て、子どもの基礎体力のほうが非常に落ちているという、問題になっております。こちら
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の図があるんですが、上のほうです。身長・体重の方、どんどん上がっていっていますが、

下のほうの筋力的なものというものが、どんどん落ちている。３５年前に比べると、この

ようにすごく落ちてしまっているというのが今の問題になっております。 

 子どもの体力の向上ということで、その体力の低下、その原因になっているものが筋力

の低下だけかと考えますと、こちらのほうに出てます自分の身体を自由に動かす能力、す

なわち調整力ですね。先ほど挙げましたコーディネーション能力、体幹と四肢の使い方、

これがうまくできないお子さまが多い。その結果、転んでしまって骨折する機会が多くな

っている。骨密度とか骨の強さというのは３０年前と、ほとんど変わっておりません。た

だ、転ぶ回数がふえてしまって骨折する子がふえてしまっているということですね。 

 次なんですが、調整力の獲得としまして、小学生の低学年というのは非常に調整力を獲

得するのに優れている時期になっております。この時期にどれだけ調整力を獲得したかと

いうことによって、大人になったとき、どのだけ運動神経がいいか、その辺が問われてき

ます。このとき適切な運動ということで、幼児期に筋力トレーニングを多くしますと成長

障害を起こしたりとか、あと、先ほどもありましたが手首をつきすぎると手首の形成に障

害を生じて手首を痛めてしまったりとか、いろいろな障害があるんですね。そういうよう

な、適切な運動の方法をうちのほうはこういうものにしまして紹介しております。 

 次ですが、高齢者のほうです。高齢者の問題になっているのは大腿部の頸部骨折という、

皆さんご存じかもしれませんが、寝たきりの原因の一つにもなっている骨折ですね。こち

らのほうは歩いていて、つまずいて転んでしまって折ってしまう。そのまま寝たきりにな

ってしまう。または肺炎が起こったり、感染症が起こったりして、死亡につながってしま

うということが起こっております。 

 このようなふうになりますと、どんどんどんどん死亡率も高くなったり、また反対側の

骨折が起きたりと、いいことはまずない方向に進んでいってしまうという結果になってお

ります。骨折する結果としましては、先ほどの子どもと一緒で怪我する回数がふえている

と、そのようになっております。 

 では、どうすればよいか。このように、転ばないようにする条件がありますが、基本的

には体幹を鍛えて、リカバリー能力などを身につけて行っていきたいと思っております。 

 地域にもたらす効果なんですが、参加者の基礎体力の維持・向上や日常生活の自立・向

上などが効果として期待できますということ。新宿区全体の健康維持向上、スポーツ活動

の活性化につながると考えております。当協会での期待される効果は、参加者と一緒にな
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って運動クラブの作成から、それから指導補助などという形で地域づくりに貢献できるも

のと思っております。 

 以上です。ありがとうございました。 

 事務局 どうもお疲れさまでした。日本スタビライゼーション協会さんのプレゼンテー

ションでした。それでは、質疑応答のほうよろしくお願いいたします。 

 久塚座長 質問をお願いします。 

 伊藤委員 どうもありがとうございました。そうですね、今回の申請書についてちょっ

とお尋ねします。講習会の開催は５回程度とあるんですが、現在ではもう回数、日時、場

所等は決定しているんでしょうか。 

 日本スタビライゼーション協会 こちらにも書いてありますが、一応新宿区の公共施設

とＰＣＹというビルがあるんですが、そちらのほうで行いたいと思っております。 

 伊藤委員 講習会、５回ある中で、子どもさん、ないしは、高齢者のものは分かれてい

るのか。何回ずつに分かれているんでしょうかということ。 

 日本スタビライゼーション協会 こちらは、同時に行っていけるように、それぞれが別々

になっていますので、同じ時期に分けて行いたいとは思っております。 

 伊藤委員 あとは講習会に参加される方の条件といいますか、基礎的体力といいますか、

それから高齢の人とか、これ以下ではできないとか、そういうことがあるのであれば教え

ていただきたい。 

 日本スタビライゼーション協会 そういうものは一切ございません。そのために年齢別

で、ある程度仕切りまして、それにあった体力で。スタビライゼーションのトレーニング

方法なんですが、形によっては、同じ形なんですが、ひざを曲げるという、強度が弱まっ

たりとか、いろいろな強度を弱める方法がありますので、そんなに高齢者だから、その中

では分けるとか、その必要性はないと思っております。 

 伊藤委員 この講習会の参加後のといいますか、その後の何かメンテナンスと言ったら

おかしいんですけれども、あるのであれば教えていただきたい。 

 日本スタビライゼーション協会 今後もこの５回以外に、どんどんこの講習会をきっか

けにふやしていきまして、リピートではないんですが、広めていきたいとは思っておりま

す。 

 伊藤委員 最後に一つ、会の活動経費、これはこのほかにどんなもので賄っていらっし

ゃるのでしょうか。 
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 日本スタビライゼーション協会 ………  

伊藤委員 スタビライゼーションさんの会の活動経費は、この今言っているもの以外に

あるのでしょうか、ないのでしょうか。 

 日本スタビライゼーション協会 普段は日本スタビライゼーション協会として活動をい

たしまして、入会金や会費などをいただいて活動しております。 

 久塚座長 日本スタビライゼーション協会さんへの質問は、これで終わりたいと思いま

す。どうもありがとうございました。 

 事務局 どうもお疲れさまでした。（拍手） 

 それでは続きまして、実施順番１４、申請ナンバー１０、森とでんえん倶楽部さんのプ

レゼンテーションをお願いしたいと思います。 

 森とでんえん倶楽部 

 よろしくお願いいたします。森とでんえん倶楽部といいます。 

 今日、こういうようなチャンスをいただきまして大変ありがたいと思っています。 

 実は私たちの団体は、平成１４年の１１月１日でございますが、立ち上げましたんです。

これは、私たちが立ち上げるときに１６人ばかりの仲間がいるんですが、それぞれ退職と

言いましょうか、定年を迎えて退職をしたり、それから企業の経営者であったものが、そ

ろそろ今の仕事から少し退いて何か利益をベースにした活動から、少し何か変わったこと

ができるのではないだろうか。いろいろ考えておったわけなんです。 

 たまたまその中で、いろいろ話が出てまいりますのが、現在の世相をいろいろ見まして、

私たちはもう右肩上がりと言っておりましたが、本当に行け行けドンドンの最先端を歩い

てきたように思っております。これは、いわゆる利益を価値基準にした活動でありまして、

ここには何かが残されているのではないかということは、思ってはおりましたが、やはり、

その場所におりますと、そういうことはなかなか言うこともできない、考えることもでき

ないというもどかしさはございました。しかし、そういうゆとりの中で話し合ってみます

と、現在の世相はちょっとおかしいんではないだろうかと。電車に乗りましても若い青年

が大きな足を出して、その前にお母さんが子どもをだっこしておっても、それに気がつか

ない、気がついても知らない顔をしているのか、そういうこともよく見かけます。おばあ

ちゃんが前に立って、電車が揺れて、その足にひっかかって転んでも、それに手を差し出

そうということもございません。こういうようなことですね。最近の親と子が、殺人事件

というようなことがございました。なぜだろうかということをいろいろ、利潤だけを求め
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て活動してきた人間たちが振り返ってみますと、これは何かある、我々がやることがある

んじゃないだろうか、こういうことからこの団体を立ち上げたんです。 

 私たちが育って、いろいろ教えられたことは、日本人というのは、平原の狩猟民族とは

違って、森と水田でこの５０００年が続けられてきたんだということを知られてきており

ます。もちろん、これが唯一の立派なものだとは思っておりませんが、やはり森と水と、

それから成り立ついわゆる田んぼ、これはこういう心のふるさと、原点といいましょうか、

この人間、ここで生活する、日本列島の中で生活する人間たちが共通のコアの認識を持ち

合わせていないところにも一つの世相の乱れ、混乱があるのではないだろうかと、このよ

うな思いを大変思ってはきております。 

 そういうことから実は、この地球の環境を守っていく、地球の環境がどんなにかけがえ

のないものか、それを引き継ぐのが、この次の子に、次の方に渡していくのが私たちの仕

事ではないかと、こういうことを認識し合う場所を提供するだけでもいいんじゃないかと。

私たちだけでは何もできません。あの小さな小さなことで、場合によったら、人に迷惑し

ているかもしれません。こういうことも考ますと、何かができる、できる範囲のことで時

間が、チャンスがあれば世の中のお役にたちたいと、こういう思いでございます。それで

平成１４年に立ち上げたんでございますが、１５年、１６年と何せ子どもさんや地域の方々

に、知り合いだけでもいいではないか、森の空気を吸ってみてもらおうではないかという

ことから始めました。 

 そして、最初の平成１５年はほんのわずかでございました。白根山という所がございま

すが、その白根山のふもとに楢林、非常に豊かに広がる楢林があるんですが、そこでシャ

クナゲの原生林といいましょうか、これを見ながら、そこの道を少し整備をしたんです。

ほんの１時間ばかりのことなんですが。こういうことをやってみて、これは成人の方々な

んですが。そういうことがございまして実は思い入れがたくさんあるんでございます。 

 その思いを、いかに形にしていくかということで今回申請したのは、新宿区にお住まい

の子どもさんたちとお父さん、お母さん、この方々が高尾山においでいただいて、高尾山

で草木染め。あそこは杉林がございます。その杉からとった皮を赤い色に染めていくんで

す。これは子どもたちがどういうふうに理解するだろうか。お母さんやお父さんたちが、

それを一緒にやる中で、どういう共通の思いを持っていくだろうかと、こういう楽しみを

持ちまして、１０月１日にやることにしております。これを今回の申請事業にしておりま

す。頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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 事務局 森とでんえん倶楽部さんのプレゼンテーションでした。どうもお疲れさまでし

た。それでは、続きまして質疑応答のほう、よろしくお願いいたします。 

 久塚座長 質問をお願いいたします。 

 伊藤委員 まず申請書、参加者の参加費がゼロとなっておるようですが、よく読んでみ

ると参加費をとるようになっています。参加費は、すべて出ていっちゃうんですけれども、

これは書き方で、参加費は参加費で収入。出ていくものは保険料とか何かで、記載してく

れと。これは多分記載の書き方だと思うんですけれども、そういう理解でよろしいですか。 

 森とでんえん倶楽部 これは私が考え違いしておりました。入ってきたものが、そのま

まストレートに出ていくものだから、これをここに記載しなくてもいいのではないかと思

いましてやったのでございます。 

 伊藤委員 もう一つは、昨年もこの事業、同じような事業が国立オリンピック記念青少

年センター子ども基金の助成事業として実施されているんですが、この内にはどこにも書

いてないんですが、去年と関連といいますか、そこら辺はどんな形で。違うと言われたら、

違うんで結構ですので。 

 森とでんえん倶楽部 去年は、国立オリンピック記念青少年センターですね、そこから

助成をいただいております。ことしも去年と同じような企画を実施しています。これも前

年に続いて支援をいただいております。４１万円ですが、これは４回の企画を申請してお

ります。今回、こちらに申請しておりますのは全く別の草木染めを中心にした企画で、し

かも対象が新宿区在住の方、小学生・中学生、それからお父さん、お母さんですね、ご家

族。そういうことを対象にしています。 

 伊藤委員 では、これは別の事業にいただいたものだという理解でいいですね。 

 森とでんえん倶楽部 そうでございます。全く別の企画です。オリジナルです、今回。 

 伊藤委員 ありがとうございました。 

 久塚座長 では、以上で、森とでんえん倶楽部への質問を終わりたいと思います。あり

がとうございました。 

 事務局 どうもお疲れさまでした。（拍手） 

 それでは、本日最後のプレゼンテーション実施団体になりますが、実施順番１５、申請

ナンバー５、東京都中途失聴・難聴者協会さんのプレゼンテーションを願いたいと思いま

す。それでは、よろしくお願いいたします。 
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 東京都中途失聴・難聴者協会 

 東京都中途失聴・難聴者協会の高岡と申します。よろしくお願いします。くじ運が悪く

て、最後になってしまいした。委員の皆様、大変お疲れとは思いますが、おつきあいくだ

さい。 

 昨年、聞こえと補聴器の相談会ということでで助成を受けました。そして、たった１日

だけでしたけれども、相談会も実施することができました。その結果、区内の方々ともさ

まざまな出会いがありまして、聴覚障害者イコール聾唖者とか聴覚障害者イコール手話と

か、そういうイメージが、いろいろな人によってはありましたけれども、私たちのような

人生の途中で聞こえなくなった者とか、あるいは子どものときから難聴だった者とか、そ

ういう者の相談を地域の方々と一緒にという活動ができました。そういう機会が与えられ

たからこそ、ことしもっとやりたいという企画が生まれてきました。またきょう、こちら

に、左側に出ておりますＯＨＰという機械を使った文字通訳ですけれども、いろいろいい

というものをつけていただくことができました。大変感激でございます。 

 こういったものが、いろいろな区内の行事につくことで、障害者だけではなくちょっと

耳が遠いお年寄りとか、そういった方々の参加がうんとできるようになると思います。 

 早速ですけれども、なぜ今回この企画を考えたかということですが、ご存じのとおり今

の日本は高齢社会。そして７０代の高齢者は２人に１人が難聴だというふうに言われてお

ります。加齢現象は抜けることはできませんから、これから難聴者はどんどんとふえるば

かりです。 

 そういった中で、昨年の企画を行うことで見えてきたことがありました。それは、高齢

の補聴器利用者が補聴器の上手な利用ができていないことです。昨年は予約制で１日だけ

の企画でしたのでお１人１時間、１日頑張っても１０人程度しかお受けすることができま

せんでした。ところが１０人の方全員が高齢者でした。その方々がご自分の耳の聞こえ、

あるいはご家族等とのコミュニケーションが十分できないこと。そして補聴器がないと聞

こえないこと、うまく使いこなせないことを口々に訴えておられました。また、ご本人だ

けではなくご家族の方も、耳の聞こえあるいは補聴器についての知識があまりないという

ことが分かりました。 

 補聴器というのは過度な期待を持ってしまうものですけれども、実際には音を増幅する

機械なのです。うるさい所では、うるさい音が大きくなって入ってきます。またわかりに

くい話をきれいに整理して聞かせてくれるわけではありません。音を聞いて、それを言葉
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としてきれい整理する、言葉の分別機能はついていません。また、値段の高いものがいい

かというわけでもないんですね。今持っているものを上手に調整する、あるいは周りの人

に、話し方をちょっと注意してもらうといったあたりで、その方の聞こえの生活がぐっと

アップするんですけれども、なかなかそういうことの理解がされていませんでした。 

 また、補聴器店がたくさんありますが、耳の機構について十分相談にのってくれる補聴

器店はほとんどありません。昨年、来られた方々の来られた理由というものを聞いてみま

すと、隣の人にチラシをもらったからとか、あるいは会合で聞いたとか、十人十色の理由

がありました。 

 今回の企画は二つに分けておりまして、専門家の方、つまり高齢者の方に接している方

を中心とした講座、それからもう一つは、高齢者の方ご本人とご家族などを中心とした講

座と相談会、そういった形にしております。特に専門家の方を中心とした講座というのは、

実際に補聴器をさわっていただいたりして、どういうふうに扱ったらいいのかも理解して

いただきたいと思っています。 

 ところが補聴器というのは、やってみますとこういう音がします。聞こえますか、私は

聞こえないですけれど。でも、これはちょっとはずれているだけでもこういう音がするん

ですから、これに電池をどうやって入れるんだとか、よく聞こえなくなったときには、つ

まっている場合があるのが、体験できるとか、そういったことも説明したいと思います。 

 また、ことしは昨年同様に東京都の心身障害者福祉センターの地域保健事業、それから

聴力障害者情報文化センターの補聴器相談事業のお力もお借りする予定です。また、昨年

以上に都庁のほうにもご協力をいただき、ＰＲなども含めて支援をいただく予定でおりま

す。 

 以上です。よろしくお願いします。 

 事務局 どうもお疲れさまでした。東京都中途失聴・難聴者協会のプレゼンテーション

でした。それでは、質疑応答のほうよろしくお願いいたします。 

 久塚座長 質問をお願いいたします。 

 鈴木委員 補聴器をせっかく持っていても、それがうまく使えないということですと、

本当に宝の持ち腐れだなと思うんですが、この今回の講座と相談会をされることで、何人

ぐらいの方、支援者を予定といいますか、講座に来ていただいて、そのことで何人ぐらい

の方をサポートできるようになるとお考えでしょうか。 

 東京都中途失聴・難聴者協会 今度の企画で、やはりお１人１時間ぐらいは時間をかけ
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たいと思っております、相談には。それから、講座のほうには会場の定員まで、いっぱい

受けることはできると思います。ただ、専門家が担当したほうには補聴器の実演なども行

いますので、１日に用意できる補聴器が２０台ほどなんです。ですから２人に一つという

ような感じだと５０人ぐらいが限度かなというふうに思っています。サポート体制ですけ

れども、関係機関の方、都のセンターのほうで対応したいと思っています。 

 久塚座長 では、以上で、東京都中途失聴・難聴者協会さんへの質問を終わります。ど

うもありがとうございました。 

 事務局 どうもお疲れさまでした。（拍手） 

 久塚座長 以上で、すべての団体につきましてのプレゼンテーションを終了いたしまし

た。皆さん、どうも大変お疲れさまです。 

 プレゼンテーションを選択をした団体を見ますと、国際化、福祉、子ども、ＮＰＯ自体

を育てていく、あるいは伝統文化、さまざまなものがございましたが、相互に、公私を超

えて環境をつくり出していって、いかに地域を豊かにしていくのかということを、それぞ

れの団体とも考えていたというふうな印象を受けました。私ども委員は、そのようなすべ

ての団体に予算が組めるのであればというふうに考えておりますが、今のところ限られた

予算の中での審査ということになっております。 

 本日は長時間にわたって最後まで残っていただいた方もおられますけれども、大変あり

がとうございました。 

 以上で、プレゼンテーションを終わりたいと思います。 

 事務局 どうも長時間にわたりまして委員の皆さん、またプレゼンテーションやってい

ただいた団体の皆さん、また傍聴の皆さん、長い時間にわたってどうもありがとうござい

ました。 

 事務局のほうから、プレゼンテーションの冒頭でもお話しましたけれども、本日のプレ

ゼンテーションの結果を受けまして、６月３０日に各団体のほうには交付金結果通知をご

送付させていただきます。それから、助成決定後、各団体さんにつきましては、７月８日

までに助成金請求書を事務局までご提出いただくということになっております。 

 本日は長時間にわたってどうもありがとうございました。 

 アンケートをお書きいただいた方は、ぜひお書きいただいたんですけれども、お書きい

ただいて後ろのほうの事務局のほうにお渡しください。 

 本日はどうもありがとうございました。 
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